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議案第１２号 

 

令和７年度掛川市水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和７年度掛川市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 給水件数              51,400件 

 (2) 総給水量            14,250,000㎥ 

 (3) 一日平均給水量           39,041㎥ 

 (4) 主要な建設改良事業 

  ア 一般配水管改良事業       453,000千円 

  イ 防災・安全交付金事業      300,000千円 

  ウ 薗ヶ谷受水点化事業       204,000千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 
          収     入 

 第１款 水道事業収益        3,113,544千円 

  第１項 営業収益         2,800,242千円 

  第２項 営業外収益         313,299千円 

  第３項 特別利益             3千円 
 
          支     出 

 第１款 水道事業費用        3,049,765千円 

  第１項 営業費用         2,917,803千円 

  第２項 営業外費用         121,951千円 

  第３項 特別損失            11千円 

  第４項 予備費            10,000千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額949,621千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,286千円、 

 過年度分損益勘定留保資金650,335千円、建設改良積立金200,000千円で補てんするものとする｡)。 
 
          収     入 

 第１款 資本的収入          680,730千円 

  第１項 負担金           67,500千円 

  第２項 他会計支出金        60,729千円 

  第３項 企業債           450,000千円 

  第４項 国庫支出金         102,500千円 

  第５項 固定資産売却代金         1千円 
 
          支     出 

 第１款 資本的支出         1,630,351千円 

  第１項 建設改良費        1,375,671千円 

  第２項 企業債償還金        248,700千円 

  第３項 国庫補助金返還金       5,980千円 

-57-



 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 
 

事      項 期   間 限 度 額 

水道事業変更認可申請書作成業務委託 
令和７年度から 
令和８年度まで 

      14,700千円 

機械設備改良事業 
水道料金システム更新業務委託 

令和７年度から 
令和８年度まで 

      42,500千円 

一般配水管改良事業 
配水管布設替に伴う設計業務委託 

令和７年度から 
令和８年度まで 

      15,000千円 

一般配水管改良事業 
配水管布設替工事 

令和７年度から 
令和８年度まで 

      100,000千円 

 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 
 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

上 水 道 事 業 
 
（送配水設備改良事業） 

450,000千円 証書借入 5.0％以内 

 借入先の融資条件によ 
る。ただし、企業財政そ 
の他の都合により繰上償 
還又は低利に借り換える 
ことができる。 

 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項目の経費の金額の流用） 

第８条 次条に定める経費以外の各項目の経費の金額は、各項目間において流用することができる 

 ものとする。 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費の金額については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、 

 又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費        185,078千円 

 

 （他会計からの補助金） 

第10条 上水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、50,858千円である。 

 

 （たな卸資産の購入限度額） 

第11条 たな卸資産の購入限度額は、13,300千円と定める。 

 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第１３号 
 

令和７年度掛川市簡易水道事業会計予算 
 
 （総則） 
第１条 令和７年度掛川市簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 （業務の予定量） 
第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
 (1) 給水件数              205件 
 (2) 総給水量             52,152㎥ 
 (3) 一日平均給水量           143㎥ 
 (4) 主要な建設改良事業 
  ア 機械設備改良事業       3,630千円 
 
 （収益的収入及び支出） 
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 
          収     入 
 第１款 水道事業収益        15,503千円 
  第１項 営業収益         6,361千円 
  第２項 営業外収益        9,137千円 
  第３項 特別利益           5千円 
 
          支     出 
 第１款 水道事業費用        23,472千円 
  第１項 営業費用         22,839千円 
  第２項 営業外費用         628千円 
  第３項 特別損失           5千円 
 
 （資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対 
 し不足する額2,545千円は、過年度分損益勘定留保資金2,545千円で補てんするものとする｡)。 
 
          収     入 
 第１款 資本的収入         1,110千円 
  第１項 他会計支出金       1,110千円 
 
          支     出 
 第１款 資本的支出         3,655千円 
  第１項 建設改良費        3,655千円 
 
 （一時借入金） 
第５条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。 
 
 （予定支出の各項目の経費の金額の流用） 
第６条 各項目の経費の金額は、各項目間において流用することができるものとする。 
 
 （他会計からの補助金） 
第７条 簡易水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、5,126千円である。 
 
 
  令和７年２月１９日提出 
 
 
                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第１４号 

 

令和７年度掛川市公共下水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和７年度掛川市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 処理区域面積              1,186㏊ 

 (2) 年間総処理水量          4,079,000㎥ 

 (3) 一日平均処理水量          11,175㎥ 

 (4) 主要な建設改良事業 

  ア 管路建設事業         1,147,202千円 

  イ ポンプ場建設改良事業      35,100千円 

  ウ 処理場建設改良事業       51,200千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 
          収     入 

 第１款 下水道事業収益       2,002,562千円 

  第１項 営業収益          606,151千円 

  第２項 営業外収益        1,396,408千円 

  第３項 特別利益             3千円 
 
          支     出 

 第１款 下水道事業費用       1,966,161千円 

  第１項 営業費用         1,740,208千円 

  第２項 営業外費用         225,851千円 

  第３項 特別損失             2千円 

  第４項 予備費             100千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対 

 し不足する額535,746千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,798千円、当年  

 度分損益勘定留保資金490,948千円、利益剰余金処分額10,000千円で補てんするものとする｡)。 
 
          収     入 

 第１款 資本的収入         1,862,088千円 

  第１項 企業債          1,543,500千円 

  第２項 負担金           19,699千円 

  第３項 国庫支出金         206,050千円 

  第４項 他会計支出金        92,839千円 
 
          支     出 

 第１款 資本的支出         2,397,834千円 

  第１項 建設改良費        1,233,502千円 

  第２項 企業債償還金       1,164,332千円 

-61-



 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 
 

事      項 期   間 限 度 額 

中継ポンプ施設管理委託 
令和７年度から 
令和10年度まで 

       4,152千円 

 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 
 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

建設改良事業 903,500千円 

証書借入 5.0％以内 

 借入先の融資条件によ 
る。ただし、企業財政そ 
の他の都合により繰上償 
還又は低利に借り換える 
ことができる。 

資本費平準化債 640,000千円 

合   計 1,543,500千円 

 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項目の経費の金額の流用） 

第８条 次条に定める経費以外の各項目の経費の金額は、各項目間において流用することができる 

 ものとする。 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費の金額については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、 

 又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費        109,405千円 

 

 （他会計からの補助金） 

第10条 下水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、198,669千円である。 

 

 （利益剰余金の処分） 

第11条 当年度利益剰余金のうち10,000千円は、次のとおり処分するものとする。 

 (1) 減債積立金 

 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第１５号 

 

令和７年度掛川市農業集落排水事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和７年度掛川市農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 処理区域面積              227㏊ 

 (2) 年間総処理水量           416,000㎥ 

 (3) 一日平均処理水量           1,140㎥ 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 

          収     入 

 第１款 下水道事業収益         295,841千円 

  第１項 営業収益            61,810千円 

  第２項 営業外収益         234,028千円 

  第３項 特別利益             3千円 
 

          支     出 

 第１款 下水道事業費用         294,730千円 

  第１項 営業費用           274,775千円 

  第２項 営業外費用          19,853千円 

  第３項 特別損失             2千円 

  第４項 予備費              100千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対 

 し不足する額44,641千円は、当年度分損益勘定留保資金44,541千円及び利益剰余金処分額100千 

 円で補てんするものとする｡)。 
 

          収     入 

 第１款 資本的収入            71,184千円 

  第１項 企業債            50,000千円 

  第２項 他会計支出金        21,184千円 
 

          支     出 

 第１款 資本的支出          115,825千円 

  第１項 企業債償還金        115,825千円 
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 （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 
 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

資本費平準化債 50,000千円 

証書借入 5.0％以内 

 借入先の融資条件によ 
る。ただし、企業財政そ 
の他の都合により繰上償 
還又は低利に借り換える 
ことができる。 

合   計 50,000千円 

 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項目の経費の金額の流用） 

第７条 次条に定める経費以外の各項目の経費の金額は、各項目間において流用することができる 

 ものとする。 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費の金額については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、 

 又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費        8,451千円 

 

 （他会計からの補助金） 

第９条 下水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、101,921千円である。 

 

 （利益剰余金の処分） 

第10条 当年度利益剰余金のうち100千円は、次のとおり処分するものとする。 

 (1) 減債積立金 

 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第１６号 

 

令和７年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和７年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 管理基数               1,756基 

 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 

          収     入 

 第１款 下水道事業収益        211,542千円 

  第１項 営業収益          93,610千円 

  第２項 営業外収益         117,929千円 

  第３項 特別利益             3千円 
 

          支     出 

 第１款 下水道事業費用        211,542千円 

  第１項 営業費用          199,631千円 

  第２項 営業外費用         11,859千円 

  第３項 特別損失             2千円 

  第４項 予備費             50千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対 

 し不足する額45,055千円は、当年度分損益勘定留保資金44,055千円及び利益剰余金処分額1,000 

 千円で補てんするものとする｡)。 
 

          収     入 

 第１款 資本的収入           4,105千円 

  第１項 他会計支出金         4,105千円 
 

          支     出 

 第１款 資本的支出          49,160千円 

  第１項 企業債償還金        49,160千円 

 

 （一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、120,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項目の経費の金額の流用） 

第６条 次条に定める経費以外の各項目の経費の金額は、各項目間において流用することができる 

 ものとする。 
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 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費の金額については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、 

 又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費         5,686千円 

 

 （他会計からの補助金） 

第８条 下水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、36,482千円である。 

 

 （利益剰余金の処分） 

第９条 当年度利益剰余金のうち1,000千円は、次のとおり処分するものとする。 

 (1) 減債積立金 

 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第１７号 

 

   掛川市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 

 

 掛川市職員の配偶者同行休業に関する条例を裏面のとおり制定する。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市職員の配偶者同行休業に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という｡)第26条の６第１項（同 

 条第４項において準用する場合を含む｡)、第２項、第３項及び第６項から第８項まで並びに同条第11項 

 において準用する法第26条の５第６項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業（法第26条の６第１項に 

 規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ｡)に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （配偶者同行休業の承認） 

第２条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請 

 をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認する 

 ことができる。 

 （配偶者同行休業の期間） 

第３条 法第26条の６第１項の条例で定める期間は、３年を超えない範囲内において任命権者が定める期 

 間とする。 

 （配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由） 

第４条 法第26条の６第１項の条例で定める事由は、次に掲げる事由（６月以上にわたり継続することが 

 見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という｡)とする。 

 (1) 外国での勤務 

 (2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの 

 (3) 学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学に相当する外国の大学（これに準ずる教育施設を含 

  む｡)であって外国に所在するものにおける修学（前２号に該当するものを除く｡) 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が認めるもの 

 （配偶者同行休業の承認の申請） 

第５条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該 

 職員の配偶者（法第26条の６第１項に規定する配偶者をいう。以下同じ｡)が当該期間中に外国に住所又 

 は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。 

 （配偶者同行休業の期間の延長） 

第６条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休 

 業をしようとする期間が第３条に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の 

 末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。 

２ 第２条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。 
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 （配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情） 

第７条 法第26条の６第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了 

 する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第４条第１号の外国での勤務が同日後も引き続くこ 

 ととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他任命権者がこ 

 れに準ずると認める事情とする。 

 （配偶者同行休業の承認の取消事由） 

第８条 法第26条の６第６項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。 

 (1) 配偶者が外国に滞在しないこととなったこと又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事 

  由に該当しないこととなったこと。 

 (2) 配偶者同行休業をしている職員が、掛川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成17年掛川市 

  条例第25号）第15条に規定する特別休暇（職員の出産を事由とするものに限る｡)を取得することと 

  なったこと。 

 (3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律（平 

  成３年法律第110号）第２条第１項の規定による育児休業を承認することとなったこと。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、任命権者が必要があると認める事由に該当すること。 

 （届出） 

第９条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出 

 なければならない。 

 (1) 配偶者が死亡した場合 

 (2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合 

 (3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合 

 (4) 前条第１号、第２号又は第４号に掲げる事由に該当することとなった場合 

 （配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用） 

第10条 任命権者は、第２条又は第６条第１項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る 

 期間（以下「申請期間」という｡)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の 

 業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用の 

 いずれかを行うことができる。この場合において、第２号に掲げる任用は、申請期間について１年を超 

 えて行うことができない。 

 (1) 申請期間を任用の期間（以下「任期」という｡)の限度として行う任期を定めた採用 

 (2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用 
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２ 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっ 

 ては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。 

３ 任命権者は、第１項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を前項の規定により更新する場 

 合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。 

 （職務復帰後における号給の調整） 

第11条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があ 

 ると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間 

 を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を 

 行う日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。 

２ 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場 

 合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者 

 の号給を調整することができる。 

 （退職手当の取扱い） 

第12条 掛川市職員の退職手当に関する条例（平成17年掛川市条例第40号）第10条の４第１項及び第11条 

 第４項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同条例第10条の４第１項に規定する現 

 実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。 

２ 配偶者同行休業をした期間についての掛川市職員の退職手当に関する条例第11条第４項の規定の適用 

 については、同項中「その月数の２分の１に相当する月数（地方公務員法第55条の２第１項ただし書に 

 規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、 

 その月数）」とあるのは、「その月数」とする。 

 （委任） 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （掛川市職員定数条例の一部改正） 

２ 掛川市職員定数条例（平成17年掛川市条例第18号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 
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   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （定数外の職員） 

第４条 次に掲げる職員は、第２条に規定する職 

 員の定数の外にあるもの（以下「定数外」とい 

 う｡)とする。 

 (1)～(5) （略） 

 

 

 

 

２ （略） 

 （定数外の職員） 

第４条 次に掲げる職員は、第２条に規定する職 

 員の定数の外にあるもの（以下「定数外」とい 

 う｡)とする。 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 掛川市職員の配偶者同行休業に関する条例 

  （令和７年掛川市条例第１号）第２条の規定 

  により配偶者同行休業の承認を受けている職 

  員 

２ （略） 

 （掛川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

３ 掛川市職員の育児休業等に関する条例（平成17年掛川市条例第26号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める 

 職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1) 育児休業法第６条第１項の規定により任期 

  を定めて採用された職員 

 

 

 (2)～(5) （略） 

 （育児短時間勤務をすることができない職員） 

第10条 育児休業法第10条第１項の条例で定める 

 職員は、第２条第３号を除く各号に掲げる職員 

 とする。 

 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める 

 職員は、次に掲げる職員とする。 

 (1) 育児休業法第６条第１項又は掛川市職員の 

  配偶者同行休業に関する条例（令和７年掛川 

  市条例第１号）第10条第１項の規定により任 

  期を定めて採用された職員 

 (2)～(5) （略） 

 （育児短時間勤務をすることができない職員） 

第10条 育児休業法第10条第１項の条例で定める 

 職員は、第２条第１号、第２号及び第４号に掲 

 げる職員とする。 
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 （掛川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

４ 掛川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成17年掛川市条例第178号）の一部を次のよ 

 うに改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与） 

第21条の２ （略） 

 

 

 

 

 （育児休業の承認を受けた職員の給与） 

第22条 （略） 

 （自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与） 

第21条の２ （略） 

 （配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与） 

第21条の３ 地方公務員法第26条の６第１項の承 

 認を受けた職員には、配偶者同行休業をしてい 

 る期間については、給与を支給しない。 

 （育児休業の承認を受けた職員の給与） 

第22条 （略） 

 （掛川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

５ 掛川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年掛川市条例第207号）の一部を次のよ 

 うに改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況 

 に関し、任命権者が報告しなければならない事 

 項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常 

 （報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況 

 に関し、任命権者が報告しなければならない事 

 項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常 
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 勤職員（地方公務員法第22条の２第１項第２号 

 に掲げる会計年度任用職員及び同法第22条の４ 

 第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員 

 を除く｡)を除く。以下同じ｡)に係る次に掲げる 

 事項とする。 

 (1)～(5) （略） 

 

 (6) （略） 

 (7) （略） 

 (8) （略） 

 (9) （略） 

 (10) （略） 

 (11) （略） 

 勤職員（地方公務員法第22条の２第１項第２号 

 に掲げる会計年度任用職員及び同法第22条の４ 

 第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員 

 を除く｡)を除く。以下同じ｡)に係る次に掲げる 

 事項とする。 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 職員の休業に関する状況 

 (7) （略） 

 (8) （略） 

 (9) （略） 

 (10) （略） 

 (11) （略） 

 (12) （略） 
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議案第１８号 

 

   掛川市自主運行バス掛川大須賀線条例の制定について 

 

 掛川市自主運行バス掛川大須賀線条例を裏面のとおり制定する。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市自主運行バス掛川大須賀線条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２の規定に基づき、掛川市自 

 主運行バス掛川大須賀線の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 市民の日常生活に必要な交通手段の確保及び地域の活性化を促進することを目的として、 

 道路運送法（昭和26年法律第183号）第78条第２号の自家用有償旅客運送を行う事業を実施する 

 ため、掛川市自主運行バス掛川大須賀線（以下「自主運行バス」という｡)を設置する。 

 （管理） 

第３条 自主運行バスの管理は、市長が行う。 

 （運行区間等） 

第４条 自主運行バスの運行区間、運行日、運行回数、運行時刻及び停留所については、規則で定 

 める。 

 （運行制限等） 

第５条 市長は、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認める場合は、運行区間 

 を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。 

２ 前項の規定による運行区間の制限等を行う場合は、あらかじめ別に定める方法により市民に周 

 知するものとする。ただし、緊急時又はやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。 

 （運賃） 

第６条 自主運行バスを利用しようとする者は、別表第１に定める額の運賃を乗車する際に納付し 

 なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受 

 けた者及びその介護者の運賃は、半額とする。 

 （回数乗車券等の発行） 

第７条 市長は、自主運行バスを利用する者の利便を図るため、別表第２に定める回数乗車券及び 

 別表第３に定める定期乗車券を発行することができる。 

２ 回数乗車券により前条第１項の運賃を納付する場合において、当該回数乗車券の額と当該運賃 

 の額に差額が生じても、当該差額は、返還しない。 

 （運賃の不還付） 

第８条 既納の運賃は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該運賃 
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 の全部又は一部を還付することができる。 

 （利用の制限） 

第９条 市長は、自主運行バスの管理又は運営上支障があると認めるときは、自主運行バスの利用 

 を制限することができる。 

 （委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第６条関係） 

 

区       分 運 賃 の 額 （ １ 乗 車 ） 

中学生以上                  600円 

小学生                  300円 

小学校就学前の乳幼児                  無料 

 

別表第２（第７条関係） 

 

区       分 金        額 

60回分                20,000円 

180回分                57,000円 

240回分                76,000円 

360回分                108,000円 

 

 備考 有効期限は、発行日から１年間とする。 

 

別表第３（第７条関係） 

 

種    別 区    分 金        額 

定期乗車券（普通） １か月                14,200円 

３か月                40,400円 

４か月                53,900円 

６か月                76,600円 

定期乗車券（障害） １か月                 9,900円 

３か月                28,200円 
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議案第１９号 

 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を裏面のとおり制定する。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

   第１章 関係条例の一部改正 

 （掛川市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第１条 掛川市職員の分限に関する条例（平成17年掛川市条例第20号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

（失職の例外） 

第10条 任命権者は、公務遂行中の過失による事 

 故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪 

 により禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を猶 

 予された職員について、情状を考慮して特に必 

 要があると認めるときは、その職を失わないも 

 のとすることができる。 

２ （略） 

（失職の例外） 

第10条 任命権者は、公務遂行中の過失による事 

 故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪 

 により拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を 

 猶予された職員について、情状を考慮して特に 

 必要があると認めるときは、その職を失わない 

 ものとすることができる。 

２ （略） 

 （掛川市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 掛川市職員の給与に関する条例（平成17年掛川市条例第37号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （期末手当の支給制限） 

第32条 次の各号のいずれかに該当する者には、 

 前条第１項の規定にかかわらず、当該各号の基 

 準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあっ 

 （期末手当の支給制限） 

第32条 次の各号のいずれかに該当する者には、 

 前条第１項の規定にかかわらず、当該各号の基 

 準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあっ 
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 ては、その支給を一時差し止めた期末手当） 

 は、支給しない。 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基 

  準日に対応する支給日の前日までの間に退職 

  した職員（前２号に掲げる者を除く｡)で、そ 

  の退職した日から当該支給日の前日までの間 

  に禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

 (4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を 

  一時差し止める処分を受けた者（当該処分を 

  取り消された者を除く｡)で、その者の在職期 

  間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の 

  刑に処せられたもの 

 （期末手当の支給の一時差止め） 

第33条 任命権者は、支給日に期末手当を支給す 

 ることとされていた職員で当該支給日の前日ま 

 でに退職したものが次の各号のいずれかに該当 

 する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止 

 めることができる。 

 (1) 退職した日から当該支給日の前日までの間 

  に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事 

  件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る 

  犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められている 

  ものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第 

  131号）第６編に規定する略式手続によるも 

  のを除く。第３項において同じ｡)をされ、そ 

  の判決が確定していない場合 

 (2) （略） 

２ （略） 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各 

 号のいずれかに該当するに至った場合には、速 

 やかに当該一時差止処分を取り消さなければな 

 らない。ただし、第３号に該当する場合におい 

 て、一時差止処分を受けた者がその者の在職期 

 間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕され 

 ているときその他これを取り消すことが一時差 

 止処分の目的に明らかに反すると認めるとき 

 は、この限りでない。 

 (1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処 

  分の理由となった行為に係る刑事事件に関 

 ては、その支給を一時差し止めた期末手当） 

 は、支給しない。 

 (1)・(2) （略） 

 (3) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基 

  準日に対応する支給日の前日までの間に退職 

  した職員（前２号に掲げる者を除く｡)で、そ 

  の退職した日から当該支給日の前日までの間 

  に拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

 (4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を 

  一時差し止める処分を受けた者（当該処分を 

  取り消された者を除く｡)で、その者の在職期 

  間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上 

  の刑に処せられたもの 

 （期末手当の支給の一時差止め） 

第33条 任命権者は、支給日に期末手当を支給す 

 ることとされていた職員で当該支給日の前日ま 

 でに退職したものが次の各号のいずれかに該当 

 する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止 

 めることができる。 

 (1) 退職した日から当該支給日の前日までの間 

  に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事 

  件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る 

  犯罪について拘禁刑以上の刑が定められてい 

  るものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第 

  131号）第６編に規定する略式手続によるも 

  のを除く。第３項において同じ｡)をされ、そ 

  の判決が確定していない場合 

 (2) （略） 

２ （略） 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各 

 号のいずれかに該当するに至った場合には、速 

 やかに当該一時差止処分を取り消さなければな 

 らない。ただし、第３号に該当する場合におい 

 て、一時差止処分を受けた者がその者の在職期 

 間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕され 

 ているときその他これを取り消すことが一時差 

 止処分の目的に明らかに反すると認めるとき 

 は、この限りでない。 

 (1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処 

  分の理由となった行為に係る刑事事件に関 
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  し、禁錮
こ

以上の刑に処せられなかった場合 

 (2)・(3) （略） 

４～６ （略） 

  し、拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

 (2)・(3) （略） 

４～６ （略） 

 （掛川市法定外道路管理条例の一部改正） 

第３条 掛川市法定外道路管理条例（平成17年掛川市条例第135号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （罰則） 

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、１ 

 年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 

 

 (1)・(2) （略） 

２ （略） 

 （罰則） 

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、１ 

 年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処す 

 る。 

 (1)・(2) （略） 

２ （略） 

 （掛川市普通河川条例の一部改正） 

第４条 掛川市普通河川条例（平成17年掛川市条例第136号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （罰則） 

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、１ 

 年以下の懲役、50万円以下の罰金、拘留又は科 

 料に処する。 

 (1)～(3) （略） 

第20条 第３条の規定に違反した者又は第４条第 

 （罰則） 

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、１ 

 年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金、拘留又は 

 科料に処する。 

 (1)～(3) （略） 

第20条 第３条の規定に違反した者又は第４条第 
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 １項第７号の規定に違反して、汚水、廃液又は 

 坑水を排出した者は、３月以下の懲役、20万円 

 以下の罰金、拘留又は科料に処する。 

 １項第７号の規定に違反して、汚水、廃液又は 

 坑水を排出した者は、３月以下の拘禁刑、20万 

 円以下の罰金、拘留又は科料に処する。 

 （掛川市消防団条例の一部改正） 

第５条 掛川市消防団条例（平成17年掛川市条例第188号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （失格条項） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、団 

 員となることができない。 

 (1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終る 

  までの者又はその執行を受けることがなくな 

  るまでの者 

 (2) （略） 

 （失格条項） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、団 

 員となることができない。 

 (1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終 

  わるまでの者又はその執行を受けることがな 

  くなるまでの者 

 (2) （略） 

 （掛川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正） 

第６条 掛川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（平成17年掛川市条例第190号）の 

 一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （退職報償金支給の制限） 

第８条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該 

 当する者に対しては、支給しない。 

 (1) 禁錮
こ

以上の刑に処せられた者 

 （退職報償金支給の制限） 

第８条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該 

 当する者に対しては、支給しない。 

 (1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者 
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 (2)～(5) （略）  (2)～(5) （略） 

 （掛川市名誉市民条例の一部改正） 

第７条 掛川市名誉市民条例（平成17年掛川市条例第211号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （待遇） 

第５条 （略） 

２ 名誉市民が、禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき 

 は、前項に規定する待遇を停止する。 

 （待遇） 

第５条 （略） 

２ 名誉市民が、拘禁刑以上の刑に処せられたと 

 きは、前項に規定する待遇を停止する。 

 （掛川市表彰条例の一部改正） 

第８条 掛川市表彰条例（平成18年掛川市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （待遇の停止） 

第７条 被表彰者が禁錮
こ

以上の刑に処せられたと 

 きは、前条各号に掲げる待遇を停止する。 

 （待遇の停止） 

第７条 被表彰者が拘禁刑以上の刑に処せられた 

 ときは、前条各号に掲げる待遇を停止する。 

 （掛川市行政不服審査法施行条例の一部改正） 

第９条 掛川市行政不服審査法施行条例（平成28年掛川市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 
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  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （罰則） 

第10条 第３条第４項の規定に違反して秘密を漏 

 らした者は、１年以下の懲役又は50万円以下の 

 罰金に処する。 

 （罰則） 

第10条 第３条第４項の規定に違反して秘密を漏 

 らした者は、１年以下の拘禁刑又は50万円以下 

 の罰金に処する。 

 （掛川市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第10条 掛川市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年掛川市条例第２号）の一部を次のように 

 改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

   附 則 

７ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、こ 

 の条例の施行前において旧実施機関が保有して 

 いた個人の秘密に属する事項が記録された旧条 

 例第34条に規定する個人情報ファイルをこの条 

 例の施行後に提供したときは、２年以下の懲役 

 又は100万円以下の罰金に処する。 

 (1)・(2) （略） 

８ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知 

 り得たこの条例の施行前において旧実施機関が 

 保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行 

 後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目 

 的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の 

 懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

   附 則 

７ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、こ 

 の条例の施行前において旧実施機関が保有して 

 いた個人の秘密に属する事項が記録された旧条 

 例第34条に規定する個人情報ファイルをこの条 

 例の施行後に提供したときは、２年以下の拘禁 

 刑又は100万円以下の罰金に処する。 

 (1)・(2) （略） 

８ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知 

 り得たこの条例の施行前において旧実施機関が 

 保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行 

 後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目 

 的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の 

 拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 
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 （掛川市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第11条 掛川市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和５年掛川市条例第３号）の一部を次のように改 

 正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （罰則） 

第15条 第４条第４項の規定に違反して秘密を漏 

 らした者は、１年以下の懲役又は50万円以下の 

 罰金に処する。 

 （罰則） 

第15条 第４条第４項の規定に違反して秘密を漏 

 らした者は、１年以下の拘禁刑又は50万円以下 

 の罰金に処する。 

 

   第２章 経過措置 

    第１節 通則 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

第12条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお 

 効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用す 

 る場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号。以下「刑 

 法等一部改正法」という｡)第２条の規定による改正前の刑法（明治40年法律第45号。以下この項におい 

 て「旧刑法」という｡)第12条に規定する懲役（以下「懲役」という｡)（有期のものに限る。以下この項 

 において同じ｡)、旧刑法第13条に規定する禁錮（以下「禁錮」という｡)（有期のものに限る。以下この 

 項において同じ｡)又は旧刑法第16条に規定する拘留（以下「旧拘留」という｡)が含まれるときは、当該 

 刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び 

 短期を同じくする拘留とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 

第13条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、な 

 お効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に 
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 関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘 

 禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じ 

 くする旧拘留に処せられた者とみなす。 

    第２節 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に伴う経過措置 

 （掛川市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第14条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 

 （令和４年法律第68号）並びにこの条例（以下これらを「刑法等一部改正法等」という｡)の施行前に犯 

 した禁錮以上の刑（死刑を除く｡)が定められている罪につき起訴をされた者は、第２条の規定による改 

 正後の掛川市職員の給与に関する条例第33条第１項（第１号に係る部分に限る｡)及び第３項（第３号に 

 係る部分に限る｡)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

    第３節 その他 

 （経過措置の委任） 

第15条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定 

 める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年６月１日から施行する。 
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議案第２０号 

 

   掛川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

 掛川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成17年掛川市条例第25号）の一部を改正する条例を裏 

面のとおり定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 掛川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成17年掛川市条例第25号）の一部を次のように改正す 

る。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては 

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に 

  改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間 

 外勤務の制限） 

第９条 （略） 

２ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員 

 が、規則で定めるところにより、当該子を養育 

 するために請求した場合には、当該請求をした 

 職員の業務を処理するための措置を講ずること 

 が著しく困難である場合を除き、前条第２項に 

 規定する勤務（災害その他避けることのできな 

 い事由に基づく臨時の勤務を除く。次項におい 

 て同じ｡)をさせてはならない。 

 

３ （略） 

４ 第３項の規定は、第16条第１項に規定する日 

 常生活を営むのに支障がある者（以下この項に 

 おいて「要介護者」という｡)を介護する職員に 

 ついて準用する。この場合において、第１項中 

 「小学校就学の始期に達するまでの子（民法 

 （明治29年法律第89号）第817条の２第１項の 

 規定により職員が当該職員との間における同項 

 に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁 

 判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事 

 件が裁判所に係属している場合に限る｡)であっ 

 て、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法 

 （昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号 

 の規定により同法第６条の４第２号に規定する 

 （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間 

 外勤務の制限） 

第９条 （略） 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまで 

 の子のある職員が、規則で定めるところによ 

 り、当該子を養育するために請求した場合に 

 は、当該請求をした職員の業務を処理するため 

 の措置を講ずることが著しく困難である場合を 

 除き、前条第２項に規定する勤務（災害その他 

 避けることのできない事由に基づく臨時の勤務 

 を除く。次項において同じ｡)をさせてはならな 

 い。 

３ （略） 

４ 第３項の規定は、第16条第１項に規定する日 

 常生活を営むのに支障がある者（以下この項に 

 おいて「要介護者」という｡)を介護する職員に 

 ついて準用する。この場合において、第１項中 

 「小学校就学の始期に達するまでの子（民法 

 （明治29年法律第89号）第817条の２第１項の 

 規定により職員が当該職員との間における同項 

 に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁 

 判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事 

 件が裁判所に係属している場合に限る｡)であっ 

 て、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法 

 （昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号 

 の規定により同法第６条の４第２号に規定する 
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 養子縁組里親である職員に委託されている児童 

 のうち、当該職員が養子縁組によって養親とな 

 ることを希望している者その他これらに準ずる 

 者として規則で定める者を含む。以下次項及び 

 第３項について同じ｡)のある職員（職員の配偶 

 者で当該子の親であるものが、深夜（午後10時 

 から翌日の午前５時までの間をいう。以下この 

 項において同じ｡)において常態として当該子を 

 養育することができるものとして規則で定める 

 者に該当する場合における当該職員を除く｡) 

 が、規則で定めるところにより、当該子を養 

 育」とあり、第２項中「３歳に満たない子のあ 

 る職員が、規則で定めるところにより、当該子 

 を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始 

 期に達するまでの子のある職員が、規則で定め 

 るところにより、当該子を養育」とあるのは、 

 「第16条第１項に規定する日常生活を営むのに 

 支障がある者（以下「要介護者」という｡)の職 

 員が、規則で定めるところにより、当該要介護 

 者を介護」と、第１項中「深夜における」とあ 

 るのは「深夜（午後10時から翌日の午前５時ま 

 での間をいう｡)における」と、第２項中「当該 

 請求をした職員の業務を処理するための措置を 

 講ずることが著しく困難である」とあるのは 

 「公務の運営に支障がある」と読み替えるもの 

 とする。 

 （介護休暇） 

第16条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者 

 （届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情 

 にある者を含む。以下この項において同じ｡)、 

 父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者 

 で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間 

 にわたり日常生活を営むのに支障があるものを 

 いう。以下同じ｡)の介護をするため、任命権者 

 が、規則の定めるところにより、職員の申出に 

 基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とす 

 る一の継続する状態ごとに、３回を超えず、か 

 つ、通算して６月を超えない範囲内で指定する 

 期間（以下「指定期間」という｡)内において勤 

 務しないことが相当であると認められる場合に 

 養子縁組里親である職員に委託されている児童 

 その他これらに準ずる者として規則で定める者 

 を含む。以下同じ｡)のある職員（職員の配偶者 

 で当該子の親であるものが、深夜（午後10時か 

 ら翌日の午前５時までの間をいう。以下この項 

 において同じ｡)において常態として当該子を養 

 育することができるものとして規則で定める者 

 に該当する場合における当該職員を除く｡)が、 

 規則で定めるところにより、当該子を養育」と 

 あり、並びに第２項及び前項中「小学校就学の 

 始期に達するまでの子のある職員が、規則で定 

 めるところにより、当該子を養育」とあるの 

 は、「第16条第１項に規定する日常生活を営む 

 のに支障がある者（以下「要介護者」という｡) 

 の職員が、規則で定めるところにより、当該要 

 介護者を介護」と、第１項中「深夜における」 

 とあるのは「深夜（午後10時から翌日の午前５ 

 時までの間をいう｡)における」と、第２項中 

 「当該請求をした職員の業務を処理するための 

 措置を講ずることが著しく困難である」とある 

 のは「公務の運営に支障がある」と読み替える 

 ものとする。 

 

 

 

 

 （介護休暇） 

第16条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者 

 （届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情 

 にある者を含む。以下この項において同じ｡)、 

 父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者 

 （第19条第１項において「配偶者等」という｡) 

 で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間 

 にわたり日常生活を営むのに支障があるものを 

 いう。以下同じ｡)の介護をするため、任命権者 

 が、規則の定めるところにより、職員の申出に 

 基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とす 

 る一の継続する状態ごとに、３回を超えず、か 

 つ、通算して６月を超えない範囲内で指定する 

 期間（以下「指定期間」という｡)内において勤 
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 おける休暇とする。 

 

２・３ （略） 

 

 

第19条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （委任） 

第20条 （略） 

 務しないことが相当であると認められる場合に 

 おける休暇とする。 

２・３ （略） 

 （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職 

 員に対する意向確認等） 

第19条 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員 

 の介護を必要とする状況に至ったことを申し出 

 たときは、当該職員に対して、仕事と介護との 

 両立に資する制度又は措置（以下この条及び次 

 条において「介護両立支援制度等」という｡)そ 

 の他の事項を知らせるとともに、介護両立支援 

 制度等の申告、請求又は申出（次条において 

 「請求等」という｡)に係る当該職員の意向を確 

 認するための面談その他の措置を講じなければ 

 ならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳 

 に達した日の属する年度（４月１日から翌年の 

 ３月31日までをいう｡)において、前項に規定す 

 る事項を知らせなければならない。 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第19条の２ 任命権者は、介護両立支援制度等の 

 請求等が円滑に行われるようにするため、次に 

 掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研 

  修の実施 

 (2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整 

  備 

 (3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境 

  の整備に関する措置 

 （委任） 

第20条 （略） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（次項において「施行日」という｡)から施行する。ただし、同項の規 

 定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の掛川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

 第９条第２項の規定による請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うも 
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 のに限る｡)を行おうとする職員は、施行日前においても、市長が別に定めるところにより、当該請求を 

 行うことができる。 

 （掛川市職員の定年延長に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正） 

３ 掛川市職員の定年延長に伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年掛川市条例第37号）の一部を次 

 のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

   附 則 

 （暫定再任用職員の取扱い） 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正 

 する法律（令和３年法律第63号。以下「新地方 

 公務員法」という｡)附則第４条第１項若しくは 

 第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項 

 の規定により読み替えて適用する場合を含む｡)､ 

 第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若 

 しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条 

 第３項の規定により読み替えて適用する場合を 

 含む｡)又は第７条第１項から第４項までの規定 

 により採用された職員をいう。第６項において 

 同じ｡)で地方公務員法（昭和25年法律第261号） 

 第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を 

 占めるもの（以下「暫定再任用短時間勤務職 

 員」という｡)は、第３条の規定による改正後の 

 掛川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

 （以下「新条例」という｡)第２条第３項に規定 

 する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、 

 新条例の規定を適用する。 

   附 則 

 （暫定再任用職員の取扱い） 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正 

 する法律（令和３年法律第63号。以下「新地方 

 公務員法」という｡)附則第４条第１項若しくは 

 第２項（これらの規定を同法附則第９条第２項 

 の規定により読み替えて適用する場合を含む｡)､ 

 第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若 

 しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条 

 第２項の規定により読み替えて適用する場合を 

 含む｡)又は第７条第１項から第４項までの規定 

 により採用された職員をいう。第６項において 

 同じ｡)で地方公務員法（昭和25年法律第261号） 

 第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を 

 占めるもの（以下「暫定再任用短時間勤務職 

 員」という｡)は、第３条の規定による改正後の 

 掛川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

 （以下「新条例」という｡)第２条第３項に規定 

 する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、 

 新条例の規定を適用する。 
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議案第２１号 

 

   掛川市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

 掛川市職員の給与に関する条例（平成17年掛川市条例第37号）等の一部を改正する条例を裏面のとおり 

定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （掛川市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 掛川市職員の給与に関する条例（平成17年掛川市条例第37号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （初任給、昇格及び昇給の基準） 

第４条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及 

 び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規 

 定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員 

 の昇給の号給数を４号給（行政職給料表の適用 

 を受ける職員でその職務の級が８級であるもの 

 にあっては、３号給）とすることを標準として 

 規則で定める基準に従い決定する。 

５ 55歳（規則で定める職員にあっては、56歳以 

 上の年齢で規則で定めるもの）を超える職員に 

 関する前項の規定の適用については、次の各号 

 のとおりとする。 

 (1) 55歳（規則で定める職員にあっては、56歳 

  以上の年齢で規則で定めるもの）を超え、60 

  歳までの者 同項中「４号給（行政職給料表 

  の適用を受ける職員でその職務の級が８級で 

  あるものにあっては、３号給）」とあるの 

  は、「２号給」とする。 

 (2) 60歳を超える者 同項中「４号給（行政職 

  給料表の適用を受ける職員でその職務の級が 

  ８級であるものにあっては、３号給）」とあ 

  るのは、「０号給」とする。 

６～８ （略） 

 （扶養手当） 

 （初任給、昇格及び昇給の基準） 

第４条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項の規定により職員（次項に定める職員を 

 除く。以下この項において同じ｡)を昇給させる 

 か否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、 

 同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務 

 した職員の昇給の号給数を４号給とすることを 

 標準として規則で定める基準に従い決定するも 

 のとする。 

５ 第３項の規定により次に掲げる職員を昇給さ 

 せるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数 

 は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い 

 決定するものとする。 

 (1) 55歳に達した日以後の最初の３月31日を超 

  えて在職する職員（次号に掲げる職員を除 

  く｡) 

 

 

 

 (2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職 

  務の級が８級であるもの 

 

 

６～８ （略） 

 （扶養手当） 
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第14条 （略） 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に 

 生計の途がなく主としてその職員の扶養を受け 

 ているものをいう。 

 (1) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と 

  同様の事情にある者を含む。以下同じ｡) 

 (2) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日ま 

  での間にある子 

 (3) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日ま 

  での間にある孫 

 (4) 満60歳以上の父母及び祖父母 

 (5) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日ま 

  での間にある弟妹 

 (6) 重度心身障害者 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号か 

 ら第６号までのいずれかに該当する扶養親族 

 （以下「扶養親族たる配偶者、父母等」とい 

 う｡)については１人につき6,500円（行政職給 

 料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級 

 であるもの（以下「行８級職員」という｡)に 

 あっては、3,500円）、同項第２号に該当する 

 扶養親族（以下「扶養親族たる子」という｡)に 

 ついては１人につき10,000円とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後 

 の最初の４月１日から満22歳に達する日以後の 

 最初の３月31日までの間（以下「特定期間」と 

 いう｡)にある子がいる場合における扶養手当の 

 月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に 

 特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じ 

 て得た額を同項の規定による額に加算した額と 

 する。 

 

 

 

第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある 

 場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事 

 実が生じた場合においては、その職員は、直ち 

 にその旨を任命権者に届け出なければならな 

 い。 

 (1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至っ 

第14条 （略） 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に 

 生計の途がなく主としてその職員の扶養を受け 

 ているものをいう。 

 

 

 (1) 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで 

  の間にある子 

 (2) 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで 

  の間にある孫 

 (3) 60歳以上の父母及び祖父母 

 (4) 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで 

  の間にある弟妹 

 (5) 重度心身障害者 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶 

 養親族（次項において「扶養親族たる子」とい 

 う｡)については１人につき13,000円、同項第２ 

 号から第５号までのいずれかに該当する扶養親 

 族については１人につき6,500円（行政職給料 

 表の適用を受ける職員でその職務の級が８級で 

 あるものにあっては、3,500円）とする。 

 

 

４ 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の 

 最初の４月１日から22歳に達する日以後の最初 

 の３月31日までの間にある子がいる場合におけ 

 る扶養手当の月額は、前項の規定にかかわら 

 ず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族た 

 る子の数を乗じて得た額を同項の規定による額 

 に加算した額とする。 

 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数 

 の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の 

 支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

第15条 削除 
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  た者がある場合 

 (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある 

  場合（扶養親族たる子又は前条第２項第３号 

  若しくは第５号に該当する扶養親族が、満22 

  歳に達した日以後の最初の３月31日の経過に 

  より、扶養親族たる要件を欠くに至った場合 

  を除く｡) 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に 

 扶養親族がある場合においてはその者が職員と 

 なった日、職員に扶養親族で前項の規定による 

 届出に係るものがない場合においてその職員に 

 同項第１号に掲げる事実が生じたときはその事 

 実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が 

 月の初日であるときは、その日の属する月）か 

 ら開始し、扶養手当を受けている職員が離職 

 し、又は死亡した場合においては、それぞれの 

 者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受け 

 ている職員の扶養親族で同項の規定による届出 

 に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに 

 至った場合においてはその事実が生じた日の属 

 する月（これらの日が月の初日であるときは、 

 その日の属する月の前月）をもって終わる。た 

 だし、扶養手当の支給の開始については、同項 

 の規定による届出が、これに係る事実の生じた 

 日から15日を経過した後になされたときは、そ 

 の届出を受理した日の属する月の翌月（その日 

 が月の初日であるときは、その日の属する月） 

 から行うものとする。 

３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事 

 実が生じた場合においては、その事実が生じた 

 日の属する月の翌月（その日が月の初日である 

 ときは、その日の属する月）からその支給額を 

 改定する。前項ただし書の規定は、第１号に掲 

 げる事実が生じた場合における扶養手当の支給 

 額の改定について準用する。 

 (1) 扶養手当を受けている職員に更に第１項第 

  １号に掲げる事実が生じた場合 

 (2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第 

  １項の規定による届出に係るものの一部が扶 

  養親族たる要件を欠くに至った場合 
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 (3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規 

  定による届出に係るものがある行８級職員が 

  行８級職員以外の職員となった場合 

 (4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規 

  定による届出に係るものがある職員で行８級 

  職員以外のものが行８級職員となった場合 

 (5) 職員の扶養親族たる子で第１項の規定によ 

  る届出に係るもののうち特定期間にある子で 

  なかった者が特定期間にある子となった場合 

４ 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給す 

 る。 

 （地域手当） 

第16条 （略） 

２ 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理 

 職手当の月額の合計に100分の３（市長が別に 

 定める地域に在勤する職員にあっては、100分 

 の20を超えない範囲内で市長が別に定める割 

 合）を乗じて得た額とする。 

３ （略） 

 （住居手当） 

第17条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当 

 する職員に支給する。 

 (1) （略） 

 (2) 第20条第１項又は第３項の規定により単身 

  赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住 

  するための住宅（市が設置する公舎その他規 

  則で定める住宅を除く｡)を借り受け、月額 

  16,000円を超える家賃を支払っているもの又 

  はこれらのものとの権衡上必要があると認め 

  られるものとして市長が定めるもの 

 

 

２・３ （略） 

 （通勤手当） 

第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給す 

 る。 

 (1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下 

  「交通機関等」という｡)を利用してその運賃 

  又は料金（以下「運賃等」という｡)を負担す 

  ることを常例とする職員（交通機関等を利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （地域手当） 

第16条 （略） 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶 

 養手当の月額の合計に100分の４（市長が別に 

 定める地域に在勤する職員にあっては、100分 

 の20を超えない範囲内で市長が別に定める割 

 合）を乗じて得た額とする。 

３ （略） 

 （住居手当） 

第17条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当 

 する職員に支給する。 

 (1) （略） 

 (2) 第20条第１項又は第３項の規定により単身 

  赴任手当を支給される職員で、配偶者（届出 

  をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ 

  る者を含む。同条において同じ｡)が居住する 

  ための住宅（市が設置する公舎その他規則で 

  定める住宅を除く｡)を借り受け、月額16,000 

  円を超える家賃を支払っているもの又はこれ 

  らのものとの権衡上必要があると認められる 

  ものとして市長が定めるもの 

２・３ （略） 

 （通勤手当） 

第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給す 

 る。 

 (1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下 

  この条において「交通機関等」という｡)を利 

  用してその運賃又は料金（以下この項から第 

  ３項までにおいて「運賃等」という｡)を負担 
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  しなければ通勤することが著しく困難である 

  職員以外の職員であって交通機関等を利用し 

  ないで徒歩により通勤するものとした場合の 

  通勤距離が片道２キロメートル未満であるも 

  の及び第３号に掲げる職員を除く｡) 

 

 (2)・(3) （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区 

 分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間に 

  つき、市長が別に定めるところにより算出し 

  たその者の支給単位期間の通勤に要する運賃 

  等の額に相当する額（以下「運賃等相当額」 

  という｡)。ただし、運賃等相当額を支給単位 

  期間の月数で除して得た額（以下「１箇月当 

  たりの運賃等相当額」という｡)が55,000円を 

  超えるときは、支給単位期間につき、55,000 

  円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（そ 

  の者が２以上の交通機関等を利用するものと 

  して当該運賃等の額を算出する場合におい 

  て、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が 

  55,000円を超えるときは、その者の通勤手当 

  に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位 

  期間につき、55,000円に当該支給単位期間の 

  月数を乗じて得た額） 

 (2) （略） 

 (3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利 

  用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩 

  により通勤するものとした場合の通勤距離、 

  交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離 

  等の事情を考慮して規則で定める区分に応 

  じ、前２号に定める額（１箇月当たりの運賃 

  等相当額及び前号に定める額の合計額が 

  55,000円を超えるときは、その者の通勤手当 

  に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位 

  期間につき、55,000円に当該支給単位期間の 

  月数を乗じて得た額）、第１号に定める額又 

  は前号に定める額 

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転 

 に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤す 

  することを常例とする職員（交通機関等を利 

  用しなければ通勤することが著しく困難であ 

  る職員以外の職員であって交通機関等を利用 

  しないで徒歩により通勤するものとした場合 

  の通勤距離が片道２キロメートル未満である 

  もの及び第３号に掲げる職員を除く｡) 

 (2)・(3) （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区 

 分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間に 

  つき、市長が別に定めるところにより算出し 

  たその者の支給単位期間の通勤に要する運賃 

  等の額に相当する額（次項及び第５項におい 

  て「運賃等相当額」という｡) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) （略） 

 (3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利 

  用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩 

  により通勤するものとした場合の通勤距離、 

  交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離 

  等の事情を考慮して規則で定める区分に応 

  じ、前２号に定める額、第１号に定める額又 

  は前号に定める額 

 

 

 

 

 

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転 

 に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤す 
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 ることとなったことにより、通勤の実情に変更 

 を生ずることとなった職員で市長が別に定める 

 もののうち、第１項第１号又は第３号に掲げる 

 職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居 

 （当該住居に相当するものとして市長が別に定 

 める住居を含む｡)からの通勤のため、新幹線鉄 

 道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の 

 交通機関等（以下「新幹線鉄道等」という｡)で 

 その利用が通勤事情の改善に相当程度資するも 

 のであると認められるものを利用し、その利用 

 に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額 

 から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に 

 相当する額を減じた額をいう。以下同じ｡)を負 

 担することを常例とするものの通勤手当の額 

 は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ 

 る通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額 

 とする。 

 (1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期 

  間につき、市長が別に定めるところにより算 

  出したその者の支給単位期間の通勤に要する 

  特別料金等の額の２分の１に相当する額。た 

  だし、当該額を支給単位期間の月数で除して 

  得た額（以下「１箇月当たりの特別料金等の 

  ２分の１相当額」という｡)が20,000円を超え 

  るときは、支給単位期間につき、20,000円に 

  支給単位期間の月数を乗じて得た額（その者 

  が２以上の新幹線鉄道等を利用するものとし 

  て当該特別料金等の額を算出する場合におい 

  て、１箇月当たりの特別料金等２分の１相当 

  額の合計額が20,000円を超えるときは、その 

  者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給 

  単位期間のうち、最も長い支給単位期間につ 

  き、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗 

  じて得た額） 

 (2) （略） 

 

 

 

 

 

 ることとなったことにより、通勤の実情に変更 

 を生ずることとなった職員で市長が別に定める 

 もののうち、第１項第１号又は第３号に掲げる 

 職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居 

 （当該住居に相当するものとして市長が別に定 

 める住居を含む｡)からの通勤のため、新幹線鉄 

 道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の 

 交通機関等（第１号及び次項において「新幹線 

 鉄道等」という｡)を利用し、その利用に係る特 

 別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃 

 等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する 

 額を減じた額をいう。第１号及び次項において 

 同じ｡)を負担することを常例とするものの通勤 

 手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各 

 号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に 

 定める額とする。 

 

 (1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係 

  る通勤手当 支給単位期間につき、市長が別 

  に定めるところにより算出した当該職員の支 

  給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に 

  相当する額（第５項において「特別料金等相 

  当額」という｡) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) （略） 

４ 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける 

 職員となった者のうち、第１項第１号又は第３ 

 号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当 

 該住居に相当するものとして市長が別に定める 

 住居を含む｡)からの通勤のため、新幹線鉄道等 
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４ （略） 

５ （略） 

６ （略） 

 （単身赴任手当） 

第20条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の規定による単身赴任手当を支給され 

 る職員との権衡上必要があると認められるもの 

 として市長が別に定める職員には、同項の規定 

 に準じて、単身赴任手当を支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

 を利用し、その利用に係る特別料金等を負担す 

 ることを常例とするもの（任用の事情等を考慮 

 して市長が別に定める職員に限る｡)その他前項 

 の規定による通勤手当を支給される職員との権 

 衡上必要があると認められるものとして市長が 

 別に定める職員の通勤手当の額の算出について 

 準用する。 

５ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除 

 して得た額（交通機関等が２以上ある場合にお 

 いては、その合計額）、第２項第２号に定める 

 額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の 

 月数で除して得た額（特別急行列車等が２以上 

 ある場合においては、その合計額）の合計額が 

 150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前 

 ３項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当 

 に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期 

 間につき、150,000円に当該支給単位期間の月 

 数を乗じて得た額とする。 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

 （単身赴任手当） 

第20条 （略） 

２ （略） 

３ 新たに給料表の適用を受ける職員となったこ 

 とに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の 

 市長が別に定めるやむを得ない事情により、同 

 居していた配偶者と別居することとなった職員 

 で、当該職員となった直前の住居から当該職員 

 となった直後に在勤する公署に通勤することが 

 通勤距離等を考慮して市長が別に定める基準に 

 照らして困難であると認められるもののうち、 

 単身で生活することを常況とする職員（任用の 

 事情等を考慮して市長が別に定める職員に限 

 る｡)その他第１項の規定による単身赴任手当を 

 支給される職員との権衡上必要があると認めら 

 れるものとして市長が別に定める職員には、前 

 ２項の規定に準じて、単身赴任手当を支給す 

 る。 

４ （略） 
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 （管理職員特別勤務手当） 

第29条 第12条第１項の規定に基づく規則で指定 

 する職を占める職員のうち管理又は監督の複 

 雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で 

 定める職員（次項において「管理職員」とい 

 う｡)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営 

 の必要により勤務時間条例第３条第１項、第４ 

 条及び第５条の規定による週休日又は祝日法に 

 よる休日等若しくは年末年始の休日等（次項に 

 おいて「週休日等」という｡)に勤務した場合 

 は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支 

 給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害 

 への対処その他の臨時又は緊急の必要により週 

 休日等以外の日の午前零時から午前５時までの 

 間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務し 

 た場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手 

 当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲 

 げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額と 

 する。 

 

 

 (1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１回に 

  つき、12,000円を超えない範囲内において規 

  則で定める額（同項の規定による勤務に従事 

  する時間等を考慮して規則で定める勤務に 

  あっては、その額に100分の150を乗じて得た 

  額） 

 (2) （略） 

４ （略） 

 （特定の職員についての適用除外） 

第30条 （略） 

２ 第４条、第13条から第15条まで及び第17条の 

 規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用 

 しない。 

 （期末手当） 

第31条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の 

 127.5を乗じて得た額（規則で定める５種以上 

 （管理職員特別勤務手当） 

第29条 第12条第１項の規定に基づく規則で指定 

 する職を占める職員のうち管理又は監督の複 

 雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で 

 定める職員（次項において「管理職員」とい 

 う｡)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営 

 の必要により勤務時間条例第３条第１項、第４ 

 条及び第５条の規定に基づく週休日又は祝日法 

 による休日等若しくは年末年始の休日等（次項 

 において「週休日等」という｡)に勤務をした場 

 合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を 

 支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害 

 への対処その他の臨時又は緊急の必要により午 

 後10時から翌日の午前５時までの間（週休日等 

 に含まれる時間を除く｡)であって正規の勤務時 

 間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員に 

 は、管理職員特別勤務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲 

 げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額 

 （前２項に規定する勤務に従事する時間を考慮 

 して規則で定める勤務をした職員にあっては、 

 その額に100分の150を乗じて得た額）とする。 

 (1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１回に 

  つき、12,000円を超えない範囲内において規 

  則で定める額 

 

 

 

 (2) （略） 

４ （略） 

 （特定の職員についての適用除外） 

第30条 （略） 

２ 第４条、第13条及び第14条の規定は、定年前 

 再任用短時間勤務職員には適用しない。 

 

 （期末手当） 

第31条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の 

 125.0を乗じて得た額（規則で定める５種以上 
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 の管理職手当の支給を受ける職員（第34条及び 

 附則第15項において「特定管理職員」という｡) 

 にあっては、100分の107.5を乗じて得た額） 

 に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその 

 者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、 

 当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の 

 規定の適用については、同項中「100分の 

 127.5」とあるのは「100分の71.25」と、「100 

 分の107.5」とあるのは「100分の61.25」とす 

 る。 

４～６ （略） 

 （勤勉手当） 

第34条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権 

 者が市長の定める基準に従って定める割合を乗 

 じて得た額とする。この場合において、任命権 

 者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属す 

 る次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、 

 それぞれ当該各号に定める額を超えてはならな 

 い。 

 (1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務 

  職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額 

  に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職 

  し、又は死亡した職員にあっては、退職し、 

  又は死亡した日現在。次項及び附則第11項第 

  ４号において同じ｡)において受けるべき扶養 

  手当の月額及びこれに対する地域手当の月額 

  の合計額を加算した額に100分の107.5（特定 

  管理職員にあっては、100分の127.5）を乗じ 

  て得た額の総額 

 (2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務 

  職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤 

  勉手当基礎額に100分の51.25（特定管理職員 

  にあっては、100分の61.25）を乗じて得た額 

  の総額 

３～５ （略） 

 の管理職手当の支給を受ける職員（第34条及び 

 附則第15項において「特定管理職員」という｡) 

 にあっては、100分の105.0を乗じて得た額） 

 に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその 

 者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、 

 当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の 

 規定の適用については、同項中「100分の 

 125.0」とあるのは「100分の70.00」と、「100 

 分の105.0」とあるのは「100分の60.00」とす 

 る。 

４～６ （略） 

 （勤勉手当） 

第34条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権 

 者が市長の定める基準に従って定める割合を乗 

 じて得た額とする。この場合において、任命権 

 者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属す 

 る次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、 

 それぞれ当該各号に定める額を超えてはならな 

 い。 

 (1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務 

  職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額 

  に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職 

  し、又は死亡した職員にあっては、退職し、 

  又は死亡した日現在。次項及び附則第11項第 

  ４号において同じ｡)において受けるべき扶養 

  手当の月額及びこれに対する地域手当の月額 

  の合計額を加算した額に100分の105.0（特定 

  管理職員にあっては、100分の125.0）を乗じ 

  て得た額の総額 

 (2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務 

  職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤 

  勉手当基礎額に100分の50.00（特定管理職員 

  にあっては、100分の60.00）を乗じて得た額 

  の総額 

３～５ （略） 

 

  別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第３条関係） 

行 政 職 給 料 表 

 

職員の

区分 

職務の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

円 

183,500 

184,600 

185,800 

186,900 

188,000 

189,700 

191,300 

192,900 

194,500 

196,200 

197,800 

199,400 

201,000 

202,700 

204,400 

206,100 

207,400 

209,000 

210,600 

212,100 

213,600 

215,200 

216,800 

218,400 

220,000 

221,700 

223,000 

224,300 

225,600 

226,700 

227,800 

228,900 

230,000 

円 

230,000 

231,500 

233,000 

234,500 

236,000 

237,500 

239,000 

240,500 

242,000 

243,400 

244,800 

246,200 

247,400 

248,600 

249,800 

251,000 

252,100 

253,200 

254,300 

255,400 

256,400 

257,400 

258,400 

259,400 

260,400 

261,300 

262,200 

263,100 

263,900 

264,700 

265,500 

266,300 

267,000 

円 

265,300 

266,300 

267,300 

268,300 

269,300 

270,300 

271,300 

272,300 

273,300 

274,300 

275,300 

276,400 

277,400 

278,700 

280,000 

281,200 

282,500 

283,800 

285,000 

286,200 

287,300 

288,500 

289,800 

291,100 

292,400 

293,400 

294,400 

295,500 

296,600 

297,800 

298,900 

300,100 

301,300 

円 

298,800 

300,300 

301,800 

303,200 

304,600 

305,700 

306,700 

307,900 

309,100 

310,700 

312,300 

313,900 

315,400 

317,000 

318,600 

320,200 

321,700 

323,400 

325,000 

326,600 

328,000 

329,700 

331,400 

333,000 

334,200 

336,100 

337,800 

339,400 

340,900 

342,500 

344,100 

345,700 

347,400 

円 

321,300 

323,100 

324,900 

326,600 

328,300 

330,000 

331,700 

333,400 

335,000 

336,700 

338,400 

340,000 

341,500 

343,100 

344,700 

346,200 

347,600 

349,300 

350,900 

352,500 

353,700 

355,200 

356,700 

358,200 

359,900 

361,700 

363,400 

365,100 

366,500 

367,800 

369,000 

370,400 

371,500 

円 

355,200 

356,900 

358,500 

360,100 

361,700 

363,500 

365,000 

366,600 

368,000 

369,600 

371,200 

372,700 

374,600 

376,500 

378,400 

380,200 

381,700 

383,500 

385,200 

386,800 

388,500 

389,900 

391,300 

392,700 

394,100 

395,300 

396,500 

397,500 

398,600 

399,800 

400,900 

402,000 

402,700 

円 

408,300 

410,200 

412,100 

413,900 

415,700 

417,500 

419,300 

421,100 

422,700 

424,200 

425,700 

427,200 

428,700 

430,000 

431,300 

432,500 

433,700 

435,000 

436,300 

437,500 

438,700 

439,500 

440,300 

441,100 

441,700 

442,300 

442,900 

443,500 

444,200 

445,000 

445,400 

446,100 

446,600 

円 

458,300 

463,800 

468,800 

473,500 

477,500 

481,000 

484,000 

486,500 

488,500 
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34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

231,100 

232,200 

233,300 

234,400 

235,400 

236,400 

237,300 

238,200 

239,100 

239,900 

240,700 

241,400 

242,000 

242,600 

243,200 

243,800 

244,400 

245,000 

245,500 

246,000 

246,400 

246,700 

247,000 

247,300 

247,600 

247,900 

248,200 

248,500 

248,800 

249,100 

249,400 

249,700 

250,000 

250,300 

250,600 

250,900 

251,200 

251,500 

251,800 

252,100 

267,800 

268,600 

269,300 

270,000 

270,800 

271,600 

272,300 

273,000 

273,800 

274,600 

275,300 

276,000 

276,700 

277,400 

278,100 

278,800 

279,500 

280,200 

280,900 

281,500 

282,200 

282,800 

283,500 

284,100 

284,800 

285,400 

286,100 

286,700 

287,400 

288,000 

288,500 

289,000 

289,600 

290,100 

290,700 

291,200 

291,700 

292,300 

292,900 

293,400 

302,600 

303,900 

305,200 

306,500 

307,800 

309,100 

310,400 

311,700 

313,000 

314,300 

315,400 

316,300 

317,600 

318,900 

320,200 

321,400 

322,700 

323,900 

325,100 

326,400 

327,500 

328,600 

329,700 

330,400 

331,300 

332,000 

332,800 

333,600 

334,000 

334,600 

335,300 

336,100 

336,800 

337,500 

338,100 

338,600 

339,200 

339,700 

340,300 

340,600 

349,200 

351,000 

352,800 

354,300 

355,700 

357,100 

358,500 

360,000 

360,800 

361,800 

362,800 

363,700 

364,800 

365,700 

366,700 

367,600 

368,300 

369,000 

369,600 

370,000 

370,600 

371,300 

372,000 

372,300 

373,000 

373,700 

374,300 

374,600 

375,100 

375,700 

376,300 

376,600 

377,200 

377,900 

378,500 

378,900 

379,400 

380,000 

380,500 

381,000 

372,400 

373,400 

374,500 

375,300 

376,200 

377,100 

377,900 

378,700 

379,500 

380,300 

381,000 

381,700 

382,400 

383,100 

383,800 

384,300 

384,900 

385,500 

386,200 

386,600 

387,200 

387,800 

388,300 

388,700 

389,300 

389,900 

390,400 

390,800 

391,300 

391,800 

392,400 

392,700 

393,100 

393,500 

393,900 

394,200 

394,500 

394,800 

395,000 

395,200 

403,400 

404,100 

404,800 

405,400 

406,000 

406,500 

406,900 

407,300 

407,500 

407,800 

408,100 

408,400 

408,700 

409,000 

409,300 

409,500 

409,800 

410,100 

410,400 

410,600 

410,900 

411,200 

411,500 

411,700 

412,000 

412,300 

412,500 

412,700 

413,000 

413,300 

413,500 

413,700 

414,000 

414,300 

414,500 

414,700 

415,000 

415,300 

415,500 

415,700 

447,000 

447,400 

447,800 

448,200 

448,600 

449,000 

449,300 

449,600 

450,000 

450,300 

450,600 

450,900 
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74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

252,400 

252,700 

253,000 

253,300 

253,600 

253,900 

254,200 

254,500 

254,800 

255,100 

255,400 

255,700 

256,000 

256,300 

256,600 

256,900 

257,200 

257,500 

257,800 

258,100 

293,900 

294,300 

294,600 

294,800 

295,100 

295,300 

295,600 

295,800 

296,000 

296,300 

296,500 

296,800 

297,100 

297,400 

297,700 

298,000 

298,300 

298,600 

299,000 

299,200 

299,400 

299,700 

300,100 

300,300 

300,600 

301,000 

301,400 

301,600 

301,900 

302,200 

302,500 

302,700 

303,000 

303,300 

303,600 

303,800 

304,200 

304,600 

304,900 

305,100 

341,100 

341,500 

341,900 

342,300 

342,800 

343,300 

343,800 

344,100 

344,500 

344,900 

345,300 

345,600 

346,000 

346,400 

346,800 

347,000 

347,400 

347,800 

348,200 

348,400 

348,800 

349,200 

349,500 

349,800 

350,200 

350,600 

351,000 

351,500 

351,900 

352,300 

352,700 

353,200 

353,600 

353,900 

354,200 

354,700 

381,600 

382,100 

382,400 

382,800 

383,300 

383,700 

384,100 

384,500 

385,000 

385,400 

385,800 

386,100 

395,500 

395,800 

396,000 

396,200 

396,500 

396,800 

397,000 

397,200 

397,500 

397,800 

398,000 

398,200 

398,500 

398,800 

399,000 

399,200 

399,500 

399,800 

400,000 

400,200 

400,500 

400,800 

401,000 

401,200 

416,000 

416,300 

416,500 

416,700 

417,000 

417,300 

417,500 

417,700 

418,000 

418,300 

418,500 

418,700 

-107-



114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

305,300 

305,600 

306,000 

306,200 

306,400 

306,700 

307,000 

307,400 

307,600 

307,900 

308,200 

308,500 

定 年 前

再 任 用

短 時 間

勤 務 職

員 

 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

基 準 給

料月額 

192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 362,700 396,200 

 

 （掛川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 掛川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成17年掛川市条例第178号）の一部を次 

 のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （給与の種類） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域 

 手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時 

 間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、 

 宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手 

 当、勤勉手当、災害派遣手当、特定任期付職員 

 業績手当及び退職手当とする。 

 （給与の種類） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域 

 手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、 

 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手 

 当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別 

 勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当 

 及び退職手当とする。 
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 （扶養手当） 

第５条 （略） 

２ 扶養手当の支給については、次に掲げる者 

 で、他に生計の途がなく、主としてその職員の 

 扶養を受けているものを扶養親族とする。 

 (1) 配偶者（届け出をしないが事実上婚姻関係 

  と同様の事情にある者を含む｡) 

 (2) 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで 

  の間にある子及び孫 

 (3)～(5) （略） 

 （通勤手当） 

第８条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （特殊勤務手当） 

第９条 （略） 

 （特定任期付職員業績手当） 

第17条の２ 特定任期付職員業績手当は、特定任 

 期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認 

 められる職員に対して、その給料月額に相当す 

 る額を支給する。 

 （定年前再任用短時間勤務職員等についての適 

 用除外） 

第23条 第５条、第７条及び第18条の規定は、地 

 方公務員法第22条の４第１項又は第22条の５第 

 １項の規定により採用された職員には適用しな 

 い。 

２ （略） 

 （特定任期付職員についての適用除外） 

第23条の２ 第４条、第５条、第７条、第10条、 

 第11条第２項、第12条及び第16条の規定は、特 

 定任期付職員には適用しない。 
 

 （扶養手当） 

第５条 （略） 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に 

 生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受 

 けているものをいう。 

 (1) 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで 

  の間にある子 

 (2) 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで 

  の間にある孫 

 (3)～(5) （略） 

 （通勤手当） 

第８条 （略） 

 （在宅勤務等手当） 

第８条の２ 在宅勤務等手当は、住居その他これ 

 に準ずるものとして管理者が定める場所におい 

 て、正規の勤務時間（休暇により勤務しない時 

 間その他管理者が定める時間を除く｡)の全部を 

 勤務することを、管理者が定める期間以上の期 

 間について１か月当たり平均10日を超えて命ぜ 

 られた職員に対して支給する。 

 （特殊勤務手当） 

第９条 （略） 

 

 

 

 

 

 （定年前再任用短時間勤務職員等についての適 

 用除外） 

第23条 第５条及び第18条の規定は、地方公務員 

 法第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規 

 定により採用された職員には適用しない。 

 

２ （略） 

 （特定任期付職員についての適用除外） 

第23条の２ 第３条、第４条、第５条及び第７条 

 の規定は、特定任期付職員には適用しない。 
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 （掛川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 掛川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成21年掛川市条例第１号）の 

 一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （給与に関する特例） 

第７条 （略） 

２・３ （略） 

４ 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕 

 著な業績を挙げたと認められる職員には、規則 

 の定めるところにより、その給料月額に相当す 

 る額を特定任期付職員業績手当として支給する 

 ことができる。 

５ 第２項の規定による号給の決定、第３項の規 

 定による給料月額の決定及び前項の規定による 

 特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲 

 内で行わなければならない。 

 （給与条例等の適用除外等） 

第９条 給与条例第３条、第４条、第11条から第 

 15条まで、第17条及び第34条の規定は、特定任 

 期付職員には適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１ 

 項、第29条第１項、第30条第１項及び第31条第 

 ２項の規定の適用については、給与条例第２条 

 第１項中「及び災害派遣手当（武力攻撃災害等 

 派遣手当を含む。第35条第１項において同 

 じ｡)」とあるのは「、災害派遣手当（武力攻撃 

 災害等派遣手当を含む。第35条第１項において 

 同じ｡)及び特定任期付職員業績手当」と、給与 

 条例第29条第１項中「規則で定める職員」とあ 

 るのは「規則で定める職員又は掛川市一般職の 

 （給与に関する特例） 

第７条 （略） 

２・３ （略） 

 

 

 

 

 

４ 第２項の規定による号給の決定及び第３項の 

 規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で 

 行わなければならない。 

 

 （給与条例等の適用除外等） 

第９条 給与条例第３条、第４条、第12条から第 

 14条まで及び第17条の規定は、特定任期付職員 

 には適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第29条第１ 

 項、第30条第１項、第31条第２項及び第34条第 

 ２項第１号の規定の適用については、給与条例 

 第29条第１項中「規則で定める職員」とあるの 

 は「規則で定める職員又は掛川市一般職の任期 

 付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平 

 成21年掛川市条例第１号）第２条第１項の規定 

 により任期を定めて採用された職員（以下「特 

 定任期付職員」という｡)」と、給与条例第30条 

 第１項中「第12条第１項の規定の適用を受ける 
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 任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

 （平成21年掛川市条例第１号）第２条第１項の 

 規定により任期を定めて採用された職員（以下 

 「特定任期付職員」という｡)」と、給与条例第 

 30条第１項中「第12条第１項の規定の適用を受 

 ける職員」とあるのは「第12条第１項の規定の 

 適用を受ける職員又は特定任期付職員」と、給 

 与条例第31条第２項中「100分の127.5」とある 

 のは「100分の175」とする。 
 

 職員」とあるのは「第12条第１項の規定の適用 

 を受ける職員又は特定任期付職員」と、給与条 

 例第31条第２項中「100分の125.0」とあるのは 

 「100分の95」と、給与条例第34条第２項第１ 

 号中「100分の105.0」とあるのは「100分の 

 87.5」とする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （号給の切替え） 

２ 令和７年４月１日（以下「切替日」という｡)の前日において掛川市職員の給与に関する条例（以下 

 「給与条例」という｡)別表第１の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属して 

 いた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給（次項及び同表 

 において「新号給」という｡)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日において 

 その者が受けていた号給（同表において「旧号給」という｡)に応じて同表に定める号給とする。 

 （切替日前の異動者の号給の調整） 

３ 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号 

 給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上 

 必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

 （令和８年３月31日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

４ 切替日から令和８年３月31日までの間における第１条の規定による改正後の給与条例（以下「第１条 

 改正後給与条例」という｡)第14条の規定の適用については、同条第１項中「支給する。」とあるのは 

 「支給する。ただし、次項第６号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける 

 職員でその職務の級が８級以上であるものに対しては、支給しない。」と、同条第２項中「(5) 重度心 

           「(5) 重度心身障害者 

            (6) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む｡)」 

 と、同条第３項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第６号に該 

 当する扶養親族については3,000円とする」とする。 

身障害者」とあるのは、 
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 （令和８年３月31日までの間における地域手当に関する経過措置） 

５ 切替日から令和８年３月31日までの間における地域手当の月額は、第１条改正後給与条例第16条第２ 

 項及び第３項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の３（市 

 長が別に定める地域に在勤する職員にあっては、100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合） 

 を乗じて得た額とする。 

 （通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置） 

６ 第１条改正後給与条例第18条第４項及び第20条第３項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受 

 ける職員となった者にも適用する。 

 （委任） 

７ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に 

 定める。 
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附則別表（附則第２項関係） 

号 給 の 切 替 表 

 

旧号給 
新    号    給 

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

１ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ 

６ ２ １ １ １ １ １ 

７ ３ １ １ １ １ １ 

８ ４ １ １ １ １ １ 

９ ５ １ １ １ １ １ 

10 ６ ２ ２ １ １ １ 

11 ７ ３ ３ １ １ １ 

12 ８ ４ ４ １ １ １ 

13 ９ ５ ５ １ １ １ 

14 10 ６ ６ ２ １ １ 

15 11 ７ ７ ３ １ １ 

16 12 ８ ８ ４ １ １ 

17 13 ９ ９ ５ １ １ 

18 14 10 10 ６ ２ １ 

19 15 11 11 ７ ３ １ 

20 16 12 12 ８ ４ １ 

21 17 13 13 ９ ５ １ 

22 18 14 14 10 ６ １ 

23 19 15 15 11 ７ １ 

24 20 16 16 12 ８ ２ 

25 21 17 17 13 ９ ２ 

26 22 18 18 14 10 ２ 

27 23 19 19 15 11 ２ 

28 24 20 20 16 12 ３ 

29 25 21 21 17 13 ３ 

30 26 22 22 18 14 ３ 

31 27 23 23 19 15 ３ 

32 28 24 24 20 16 ３ 

33 29 25 25 21 17 ３ 

34 30 26 26 22 18 ４ 

35 31 27 27 23 19 ４ 

36 32 28 28 24 20 ４ 
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37 33 29 29 25 21 ４ 

38 34 30 30 26 22 ４ 

39 35 31 31 27 23 ４ 

40 36 32 32 28 24 ４ 

41 37 33 33 29 25 ４ 

42 38 34 34 30 26 ５ 

43 39 35 35 31 27 ５ 

44 40 36 36 32 28 ５ 

45 41 37 37 33 29 ５ 

46 42 38 38 34 30  

47 43 39 39 35 31  

48 44 40 40 36 32  

49 45 41 41 37 33  

50 46 42 42 38 34  

51 47 43 43 39 35  

52 48 44 44 40 36  

53 49 45 45 41 37  

54 50 46 46 42 38  

55 51 47 47 43 39  

56 52 48 48 44 40  

57 53 49 49 45 41  

58 54 50 50 46 42  

59 55 51 51 47 43  

60 56 52 52 48 44  

61 57 53 53 49 45  

62 58 54 54 50   

63 59 55 55 51   

64 60 56 56 52   

65 61 57 57 53   

66 62 58 58 54   

67 63 59 59 55   

68 64 60 60 56   

69 65 61 61 57   

70 66 62 62 58   

71 67 63 63 59   

72 68 64 64 60   

73 69 65 65 61   

74 70 66 66 62   

75 71 67 67 63   

76 72 68 68 64   

77 73 69 69 65   

78 74 70 70 66   
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79 75 71 71 67   

80 76 72 72 68   

81 77 73 73 69   

82 78 74 74 70   

83 79 75 75 71   

84 80 76 76 72   

85 81 77 77 73   

86 82 78 78 74   

87 83 79 79 75   

88 84 80 80 76   

89 85 81 81 77   

90 86 82 82 78   

91 87 83 83 79   

92 88 84 84 80   

93 89 85 85 81   

94 90  86 82   

95 91  87 83   

96 92  88 84   

97 93  89 85   

98 94  90    

99 95  91    

100 96  92    

101 97  93    

102 98  94    

103 99  95    

104 100  96    

105 101  97    

106 102      

107 103      

108 104      

109 105      

110 106      

111 107      

112 108      

113 109      
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議案第２２号 

 

   掛川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

 掛川市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成17年掛川市条例第38号）の一部を改正する条例を裏面の 

とおり定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 掛川市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成17年掛川市条例第38号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては 

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に 

  改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （特殊勤務手当の種類） 

第３条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとす 

 る。 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 公共土木施設災害応急作業に係る特殊勤務 

  手当 

 (8) （略） 

 （公共土木施設災害応急作業に係る特殊勤務手 

 当） 

第10条 公共土木施設災害応急作業に係る特殊勤 

 務手当は、職員が次の各号のいずれかに掲げる 

 作業に従事したときに支給する。 

 (1) 次に掲げる場所において行う巡回監視 

 

 

 

 

 

 

  ア 市が管理する河川の堤防等における重大 

   な災害の発生箇所又は発生するおそれがあ 

   る箇所 

  イ 市が管理する道路における重大な災害の 

   発生箇所若しくは発生するおそれがあるた 

   め道路法（昭和27年法律第180号）の規定 

   に基づき通行が禁止されている区間又はそ 

   の周辺 

 

 （特殊勤務手当の種類） 

第３条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとす 

 る。 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 災害応急作業等に係る特殊勤務手当 

 

 (8) （略） 

 （災害応急作業等に係る特殊勤務手当） 

 

第10条 災害応急作業等に係る特殊勤務手当は、 

 職員が次に掲げる作業に従事したときに支給す 

 る。 

 (1) 異常な自然現象により重大な災害が発生 

  し、若しくは発生するおそれがある次に掲げ 

  る現場において行う巡回監視又は応急作業等 

  （当該現場における重大な災害の発生した箇 

  所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応 

  急作業又は応急作業のための災害状況の調査 

  をいう｡) 

  ア 河川の堤防等 

 

 

  イ 道路法（昭和27年法律第180号）第46条 

   第１項（第２号を除く｡)の規定に基づき通 

   行が禁止されている区間内の道路又はその 

   周辺 

 

  ウ 港湾施設又は鉄道施設等 
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 (2) 次に掲げる場所において行う応急作業又は 

  応急作業のための災害状況調査 

  ア 市が管理する河川の堤防等における重大 

   な災害の発生箇所又は発生するおそれがあ 

   る箇所 

  イ 市が管理する道路における重大な災害の 

   発生箇所若しくは発生するおそれがある箇 

   所又はその周辺 

 (3) 市が管理する河川若しくは道路又はその周 

  辺において行う作業で、市長が前２号に掲げ 

  る作業に相当すると認めるもの 

 (2) 噴火により重大な災害が発生し、又は発生 

  するおそれがある場合において災害対策基本 

  法（昭和36年法律第223号）第60条第１項の 

  規定に基づき居住者等が避難のための立退き 

  を指示された地域又は同法第63条第１項の規 

  定に基づき設定された警戒区域で行う災害状 

  況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若 

  しくは測量の監督等の作業 

 (3) 異常な自然現象若しくは大規模な事故によ 

  り重大な災害が発生した箇所又はその周辺に 

  おいて行う災害警備、遭難救助又は通信施設 

  の臨時設置、運用若しくは保守の作業 

 (4) 異常な自然現象により重大な災害が発生 

  し、又は発生するおそれがある場合におい 

  て、災害対策基本法第23条第１項又は第23条 

  の２第１項の規定に基づき災害対策本部が設 

  置された地方公共団体の区域に派遣されて行 

  う関係行政機関等との災害応急対策に係る連 

  絡調整の作業 

 (5) 前各号に掲げる作業に相当すると市長が認 

  める作業 

２ 第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げ 

 る場合の前項の手当の額は、それぞれ当該各号 

 に定める額（同一の日において当該各号に掲げ 

 る場合の２以上に該当するときは、当該各号に 

 定める額のうち最も高い額）とする。 

 (1) 前項第１号から第３号までの作業又は同項 

  第５号の作業（同項第４号に掲げる作業に相 

  当する作業を除く｡)が日没時から日出時まで 

  の間において行われた場合 別表に定める額 

  にその100分の50に相当する額を加算した額 

 (2) 前項第３号の作業又は同項第５号の作業の 

  うち同項第３号に掲げる作業に相当する作業 

  が著しく危険であると市長が認める場合 別 

  表に定める額にその100分の100に相当する額 

  を加算した額 

 (3) 前項第１号から第３号までの作業又は同項 

  第５号の作業（同項第４号に掲げる作業に相 

  当する作業を除く｡)が市長が著しく危険であ 

  ると認める区域で行われた場合 別表に定め 
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  る額にその100分の100に相当する額を加算し 

  た額 

 (4) 前項第４号の作業又は同項第５号の作業の 

  うち同項第４号に掲げる作業に相当する作業 

  が深夜において行われた場合 別表に定める 

  額にその100分の50に相当する額を加算した 

  額 

 

 別表を次のように改める。 
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別表（第12条関係） 
 

 
特 殊 勤 務 の 区 分 特 殊 勤 務 手 当 の 額 

 

市税徴収事務に係る特殊勤務手当 １日につき350円 

感染症予防等業務に係る特殊勤務 

手当 
１日につき300円 

社会福祉業務に係る特殊勤務手当 １日につき200円 

不快な業務に 

係る特殊勤務 

手当 

行旅病人取扱作業 

手当 
１件につき1,000円（夜間の場合は、2,000円） 

行旅死亡人取扱作 

業手当 
１件につき3,000円（夜間の場合は、6,000円） 

清掃作業手当 
１日につき500円（清掃作業中に野犬、猫等の事故死 

処理をした場合は、１匹につき500円を加算） 

し尿処理作業手当 １日につき500円 

浄化槽検査手当 
１日につき500円（当該検査に要した時間が１日につ 

き３時間55分に満たない場合は、250円） 

消防業務及び 

救急業務に係 

る特殊勤務手 

当 

夜間特殊業務手当 勤務時間が深夜の 

全部を含む場合 
１回につき1,100円 

勤務時間が深夜の 

一部を含む場合 

１回につき1,000円（２時間に満 

たない場合は、500円） 

緊急出動手当 災害出動 １回につき200円 

救急出動 １回につき250円 

道路上作業に係る特殊勤務手当 １日につき300円（当該作業に従事した時間が１日に 

ついて３時間55分に満たない場合は、150円） 

災害応急作業等に係る特殊勤務手 

当 

第10条第１項第１ 

号の巡回監視 

１日につき710円（大規模な災害 

として市長が定める災害に係る作 

業に従事した場合にあっては、 

1,080円。以下この項において同 

じ｡) 

第10条第１項第１ 

号の応急作業等 
１日につき1,080円 

第10条第１項第２ 

号に掲げる作業 
１日につき1,080円 

第10条第１項第３ 

号に掲げる作業 
１日につき840円 

第10条第１項第４ 

号に掲げる作業 
１日につき710円 

第10条第１項第５ 

号に掲げる作業 

１日につき1,080円を超えない範 

囲内において市長が定める額 

迷い犬等の保護作業に係る特殊勤 

務手当 
１日につき500円 
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   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第２３号 

 

   掛川市職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

 

 掛川市職員の退職手当に関する条例（平成17年掛川市条例第40号）の一部を改正する条例を裏面のとお 

り定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 掛川市職員の退職手当に関する条例（平成17年掛川市条例第40号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては 

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に 

  改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （失業者の退職手当） 

第16条 （略） 

２～10 （略） 

11 第１項、第３項及び第５項から前項までに定 

 めるもののほか、第１項又は第３項の規定によ 

 る退職手当の支給を受けることができる者で次 

 の各号の規定に該当するものに対しては、それ 

 ぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として､ 

 雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手 

 当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職 

 活動支援費の支給の条件に従い支給する。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の３第 

  ３項に規定する就業促進手当の額に相当する 

  金額 

 (5)～(6) （略） 

12・13 （略） 

14 第11項第４号に掲げる退職手当の支給があっ 

 たときは、第１項、第３項又は第11項の規定の 

 適用については、次の各号に掲げる退職手当ご 

 とに、当該各号に定める日数分の第１項又は第 

 ３項の規定による退職手当の支給があったもの 

 とみなす。 

 

 

 (1) 雇用保険法第56条の３第１項第１号イに該 

  当する者に係る就業促進手当に相当する退職 

  手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相 

 （失業者の退職手当） 

第16条 （略） 

２～10 （略） 

11 第１項、第３項及び第５項から前項までに定 

 めるもののほか、第１項又は第３項の規定によ 

 る退職手当の支給を受けることができる者で次 

 の各号の規定に該当するものに対しては、それ 

 ぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として､ 

 雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手 

 当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職 

 活動支援費の支給の条件に従い支給する。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第56 

  条の３第３項に規定する就業促進手当の額に 

  相当する金額 

 (5)～(6) （略） 

12・13 （略） 

14 第11項第４号に掲げる退職手当の支給があっ 

 たときは、第１項、第３項又は第11項の規定の 

 適用については、雇用保険法第56条の３第１項 

 第１号に該当する者に係る就業促進手当につい 

 て同条第４項の規定により基本手当を支給した 

 ものとみなされる日数に相当する日数分の第１ 

 項又は第３項の規定による退職手当の支給が 

 あったものとみなす。 
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  当する日数 

 (2) 雇用保険法第56条の３第１項第１号ロに該 

  当する者に係る就業促進手当に相当する退職 

  手当 当該就業促進手当について同条第５項 

  の規定により基本手当を支給したものとみな 

  される日数に相当する日数 

15～17 （略） 

 （退職手当の支払の差止め） 

第20条 退職をした者が次の各号のいずれかに該 

 当するときは、当該退職に係る退職手当管理機 

 関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係 

 る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処 

 分を行うものとする。 

 (1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係 

  る犯罪について禁錮以上の刑が定められてい 

  るものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第 

  131号）第６編に規定する略式手続きによる 

  ものを除く。以下同じ｡)をされた場合におい 

  て、その判決の確定前に退職をしたとき。 

 (2) （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分 

 を行った退職手当管理機関は、次の各号のいず 

 れかに該当するに至った場合には、速やかに当 

 該支払差止処分を取り消さなければならない。 

 ただし、第３号に該当する場合において、当該 

 支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期 

 間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕され 

 ているときその他これを取り消すことが支払差 

 止処分の目的に明らかに反すると認めるとき 

 は、この限りではない。 

 (1) （略） 

 (2) 当該支払差止処分を受けた者について、当 

  該支払差止処分の理由となった起訴又は行為 

  に係る刑事事件につき、判決が確定した場合 

  （禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の 

  判決が確定した場合を除く｡)又は公訴を提起 

  しない処分があった場合であって、次条第１ 

  項の規定による処分を受けることなく、当該 

  判決が確定した日又は当該公訴を提起しない 

 

 

 

 

 

 

15～17 （略） 

 （退職手当の支払の差止め） 

第20条 退職をした者が次の各号のいずれかに該 

 当するときは、当該退職に係る退職手当管理機 

 関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係 

 る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処 

 分を行うものとする。 

 (1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係 

  る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められて 

  いるものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律 

  第131号）第６編に規定する略式手続による 

  ものを除く。以下同じ｡)をされた場合におい 

  て、その判決の確定前に退職をしたとき。 

 (2) （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分 

 を行った退職手当管理機関は、次の各号のいず 

 れかに該当するに至った場合には、速やかに当 

 該支払差止処分を取り消さなければならない。 

 ただし、第３号に該当する場合において、当該 

 支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期 

 間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕され 

 ているときその他これを取り消すことが支払差 

 止処分の目的に明らかに反すると認めるとき 

 は、この限りでない。 

 (1) （略） 

 (2) 当該支払差止処分を受けた者について、当 

  該支払差止処分の理由となった起訴又は行為 

  に係る刑事事件につき、判決が確定した場合 

  （拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪 

  の判決が確定した場合を除く｡)又は公訴を提 

  起しない処分があった場合であって、次条第 

  １項の規定による処分を受けることなく、当 

  該判決が確定した日又は当該公訴を提起しな 
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  処分があった日から６月を経過した場合 

 (3) （略） 

６～10 （略） 

 （退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退 

 職手当の支給制限） 

第20条の２ 退職をした者に対しまだ当該退職に 

 係る一般の退職手当等の額が支払われていない 

 場合において、次の各号のいずれかに該当する 

 ときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、 

 当該退職をした者（第１号又は第２号に該当す 

 る場合において、当該退職をした者が死亡した 

 ときは当該一般の退職手当等の額の支払を受け 

 る権利を承継した者）に対し、第19条の２第１ 

 項に規定する事情及び同項各号に規定する退職 

 をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を 

 勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一 

 部を支給しないこととする処分を行うことがで 

 きる。 

 (1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後 

  に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期 

  間中の行為に係る刑事事件に限る｡)に関し当 

  該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。 

 (2)～(3) （略） 

２～６ （略） 

 （退職をした者の退職手当の返納） 

第21条 退職した者に対し当該退職に係る一般の 

 退職手当等の額が支払われた後において、次の 

 各号のいずれかに該当するときは、当該退職に 

 係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に 

 対し、第19条の２第１項に規定する事情のほか､ 

 当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当 

 該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が 

 当該一般の退職手当等の支給を受けていなけれ 

 ば第16条第３項、第６項又は第８項の規定によ 

 る退職手当の支給を受けることができた者（次 

 条及び第21条の３において「失業手当受給可能 

 者」という｡)であった場合にあっては、これら 

 の規定により算出される金額（次条及び第21条 

 の３において「失業者退職手当額」という｡)を 

 除く｡)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行 

  い処分があった日から６月を経過した場合 

 (3) （略） 

６～10 （略） 

 （退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の 

 退職手当の支給制限） 

第20条の２ 退職をした者に対しまだ当該退職に 

 係る一般の退職手当等の額が支払われていない 

 場合において、次の各号のいずれかに該当する 

 ときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、 

 当該退職をした者（第１号又は第２号に該当す 

 る場合において、当該退職をした者が死亡した 

 ときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受 

 ける権利を承継した者）に対し、第19条の２第 

 １項に規定する事情及び同項各号に規定する退 

 職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡 

 を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は 

 一部を支給しないこととする処分を行うことが 

 できる。 

 (1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後 

  に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期 

  間中の行為に係る刑事事件に限る｡)に関し当 

  該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき｡ 

 (2)～(3) （略） 

２～６ （略） 

 （退職をした者の退職手当の返納） 

第21条 退職をした者に対し当該退職に係る一般 

 の退職手当等の額が支払われた後において、次 

 の各号のいずれかに該当するときは、当該退職 

 に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者 

 に対し、第19条の２第１項に規定する事情のほ 

 か、当該退職をした者の生計の状況を勘案し 

 て、当該一般の退職手当等の額（当該退職をし 

 た者が当該一般の退職手当等の支給を受けてい 

 なければ第16条第３項、第６項又は第８項の規 

 定による退職手当の支給を受けることができた 

 者（次条及び第21条の３において「失業手当受 

 給可能者」という｡)であった場合には、これら 

 の規定により算出される金額（次条及び第21条 

 の３において「失業者退職手当額」という｡)を 

 除く｡)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行 
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 うことができる。 

 (1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為 

  に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せら 

  れたとき。 

 (2)・(3) （略） 

２～６ （略） 

 （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当 

 額の納付） 

第21条の３ （略） 

２・３ （略） 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月 

 以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に 

 関し起訴をされた場合において、当該刑事事件 

 に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第 

 21条第１項の規定による処分を受けることなく 

 死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理 

 機関は、当該退職手当の受給者の相続人に対し､ 

 当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以 

 上の刑に処せられたことを理由として、当該一 

 般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業 

 手当受給可能者であった場合には、失業者退職 

 手当額を除く｡)の全部又は一部に相当する額の 

 納付を命ずる処分を行うことができる。 

 

 

５～８ （略） 

   附 則 

７ 平成16年３月31日に国立大学法人法（平成15 

 年法律第112号）附則別表第１の上欄に掲げる 

 機関（次項において「旧機関」という｡)の職員 

 として在職する者が、同法附則第４条の規定に 

 より引き続いて国立大学法人の職員となり、か 

 つ、引き続き国立大学法人の職員として在職し 

 た後引き続いて職員となった場合におけるその 

 者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計 

 算については、その者の国立大学法人の職員と 

 しての引き続いた在職期間を職員としての引き 

 続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国 

 立大学法人を退職したことにより退職手当（こ 

 れに相当する給付を含む｡)の支給を受けている 

 うことができる。 

 (1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為 

  に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せ 

  られたとき。 

 (2)・(3) （略） 

２～６ （略） 

 （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当 

 額の納付） 

第21条の３ （略） 

２・３ （略） 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月 

 以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に 

 関し起訴をされた場合において、当該刑事事件 

 に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において 

 第21条第１項の規定による処分を受けることな 

 く死亡したときは、当該退職に係る退職手当管 

 理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日か 

 ら６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相 

 続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件 

 に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由 

 として、当該一般の退職手当等の額（当該退職 

 をした者が失業手当受給可能者であった場合に 

 は、失業者退職手当額を除く｡)の全部又は一部 

 に相当する額の納付を命ずる処分を行うことが 

 できる。 

５～８ （略） 

   附 則 

７ 平成16年３月31日に国立大学法人法（平成15 

 年法律第112号）附則別表の上欄に掲げる機関 

 （以下「旧機関」という｡)の職員として在職す 

 る者が、同法附則第４条の規定により引き続い 

 て国立大学法人等（同法第２条第１項に規定す 

 る国立大学法人及び同条第３項に規定する大学 

 共同利用機関法人をいう。以下同じ｡)の職員と 

 なり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員と 

 して在職した後引き続いて職員となった場合に 

 おけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤 

 続期間の計算については、その者の国立大学法 

 人等の職員としての引き続いた在職期間を職員 

 としての引き続いた在職期間とみなす。ただ 
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 ときは、この限りでない。 

 

 

８ 旧機関の職員が、第11条第５項に規定する事 

 由によって引き続いて職員となり、かつ、引き 

 続いて職員として在職した後引き続いて国立大 

 学法人の職員となった場合において、その者の 

 職員としての勤続期間が、当該国立大学法人の 

 退職手当の支給の基準（国立大学法人法第35条 

 において準用する独立行政法人通則法（平成11 

 年法律第103号）第63条第２項に規定する基準 

 をいう｡)により、当該国立大学法人の職員とし 

 ての勤続期間に通算されることに定められてい 

 るときは、別に定める場合を除き、この条例に 

 よる退職手当は、支給しない。 

 

12 令和７年３月31日以前に退職した職員に対す 

 る第16条第10項の規定の適用については、同項 

 中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び 

 附則第５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険 

 法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定め 

 る理由により就職が困難な者であって、同法第 

 24条の２第１項第２号に掲げる者に該当し、か 

 つ、市長が同項に規定する指導基準に照らして 

 再就職を促進するために必要な職業安定法第４ 

 条第４項に規定する職業指導を行うことが適当 
 

                「イ 雇用保 

                 ウ 特定退 
 

 険法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定 

 職者であって、雇用保険法附則第５条第１項に 
 

 める理由により就職が困難な者であって、同法 

 規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第 
 

 第24条の２第１項第２号に掲げる者に該当し、 

 24条の２第１項に規定する指導基準に照らして 
 

 かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らし 

 再就職を促進するために必要な職業安定法第４ 
 

 て再就職を促進するために必要な職業安定法第 

 条第４項に規定する職業指導を行うことが適当 
 

 し、その者が国立大学法人等を退職したことに 

 より退職手当（これに相当する給付を含む｡)の 

 支給を受けているときは、この限りでない。 

８ 旧機関の職員が、第11条第５項に規定する事 

 由によって引き続いて職員となり、かつ、引き 

 続いて職員として在職した後引き続いて国立大 

 学法人等の職員となった場合において、その者 

 の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人 

 等の退職手当の支給の基準（国立大学法人法第 

 35条の２において準用する独立行政法人通則法 

 （平成11年法律第103号）第50条の10第２項に 

 規定する基準をいう｡)により、当該国立大学法 

 人等の職員としての勤続期間に通算されること 

 に定められているときは、別に定める場合を除 

 き、この条例の規定による退職手当は、支給し 

 ない。 

12 令和９年３月31日以前に退職した職員に対す 

 る第16条第10項の規定の適用については、同項 

 中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び 

 附則第５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険 

 法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定め 

 る理由により就職が困難な者であって、同法第 

 24条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者 

 に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基 

 準に照らして再就職を促進するために必要な職 

 業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行 

 うことが適当であると認めたもの」とあるのは 
 

 「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生 

  ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第 
 

 労働省令で定める理由により就職が困難な者で 

 ５条第１項に規定する地域内に居住し、かつ、 
 

 あって、同法第24条の２第１項第２号に掲げる 

 市長が同法第24条の２第１項に規定する指導基 
 

 者に相当する者に該当し、かつ、市長が同項に 

 準に照らして再就職を促進するために必要な職 
 

 規定する指導基準に照らして再就職を促進する 

 業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行 

 

であると認めたもの」とあるのは 
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 ４条第４項に規定する職業指導を行うことが適 

 であると認めたもの（アに掲げる者を除く｡)  
 

 当であると認めたもの 

           」 

 ために必要な職業安定法第４条第４項に規定す 

 うことが適当であると認めたもの（アに掲げる 
 

 る職業指導を行うことが適当であると認めたも 

 者を除く｡)                 
 

 の 

  」 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 附則第７項及び第８項の改正 公布の日 

 (2) 第16条第11項第４号及び第14項並びに附則第12項の改正並びに次項の規定 令和７年４月１日 

 (3) 第20条第１項第１号及び第５項、第20条の２の見出し及び同条第１項、第21条第１項並びに第21条 

  の３第４項の改正並びに附則第３項の規定 令和７年６月１日 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の掛川市職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」という｡)第16条第11項 

 （第４号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む｡)の規定は、退職職員（退職した 

 掛川市職員の退職手当に関する条例第２条第１項に規定する職員（同条第２項の規定により職員とみな 

 される者を含む｡)をいう。以下この項において同じ｡)であって前項第２号に定める日（以下この項にお 

 いて「施行日」という｡)以後に安定した職業に就いた者について適用し、退職職員であって施行日前に 

 職業に就いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 

３ 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号）及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う 

 関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第68号）の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く｡) 

 が定められている罪につき起訴をされた者は、新条例第20条第１項及び第５項、第20条の２第１項（第 

 １号に係る部分に限る｡)並びに第21条の３第４項並びに掛川市職員の退職手当に関する条例第21条の３ 

 第３項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

 （掛川市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

４ 掛川市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（令和４年掛川市条例第40号）の一部を次 

 のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

とする。 

とする。 
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  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

   附 則 

 （経過措置） 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正 

 する法律（令和３年法律第63号。以下「新地方 

 公務員法」という｡)附則第４条第１項若しくは 

 第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項 

 の規定により読み替えて適用する場合を含む｡)､ 

 第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若 

 しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条 

 第３項の規定により読み替えて適用する場合を 

 含む｡)又は第７条第１項から第４項までの規定 

 により採用された職員をいう。以下同じ｡)に対 

 する改正後の掛川市職員の退職手当に関する条 

 例第２条第１項の規定の適用については、同項 

 中「（以下「職員」という｡)」とあるのは、 

 「新地方公務員法附則第４条第１項若しくは第 

 ２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の 

 規定により読み替えて適用する場合を含む｡)、 

 第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若 

 しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条 

 第３項の規定により読み替えて適用する場合を 

 含む｡)又は第７条第１項から第４項までの規定 

 により採用された職員を除く。以下「職員」と 

 いう｡)」とする。 

   附 則 

 （経過措置） 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正 

 する法律（令和３年法律第63号）附則第４条第 

 １項若しくは第２項（これらの規定を同法附則 

 第９条第２項の規定により読み替えて適用する 

 場合を含む｡)、第５条第１項から第４項まで、 

 第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を 

 同法附則第９条第２項の規定により読み替えて 

 適用する場合を含む｡)又は第７条第１項から第 

 ４項までの規定により採用された職員をいう｡) 

 に対する改正後の掛川市職員の退職手当に関す 

 る条例第２条第１項の規定の適用については、 

 同項中「（以下「職員」という｡)」とあるの 

 は、「地方公務員法の一部を改正する法律（令 

 和３年法律第63号）附則第４条第１項若しくは 

 第２項（これらの規定を同法附則第９条第２項 

 の規定により読み替えて適用する場合を含む｡)､ 

 第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若 

 しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条 

 第２項の規定により読み替えて適用する場合を 

 含む｡)又は第７条第１項から第４項までの規定 

 により採用された職員を除く。以下「職員」と 

 いう｡)」とする。 
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議案第２４号 

 

   掛川市部設置条例の一部改正について 

 

 掛川市部設置条例（平成17年掛川市条例第13号）の一部を改正する条例を裏面のとおり定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市部設置条例の一部を改正する条例 

 掛川市部設置条例（平成17年掛川市条例第13号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては 

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に 

  改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 

 158条第１項の規定に基づき、市長の権限に属 

 する事務を分掌させるため、次に掲げる部を設 

 置する。 

 (1) 総務部 

 (2) 企画政策部 

 (3) 協働環境部 

 

 

 (4) （略） 

 (5) （略） 

 (6) （略） 

 (7) （略） 

 (8) （略） 

 (9) （略） 

 （部の事務分掌） 

第２条 総務部の事務分掌は、次のとおりとす 

 る。 

 (1) 市議会に関すること。 

 

 (2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関するこ 

  と。 

 (3) 予算その他財務に関すること。 

 (4) 財産の管理に関すること。 

 

 (5) 市税に関すること。 

２ 企画政策部の事務分掌は、次のとおりとす 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 

 158条第１項の規定に基づき、市長の権限に属 

 する事務を分掌させるため、次に掲げる部を設 

 置する。 

 (1) 経営企画部 

 (2) 人事・総務部 

 (3) 財務部 

 (4) 生涯学習まちづくり部 

 (5) くらし環境部 

 (6) （略） 

 (7) （略） 

 (8) （略） 

 (9) （略） 

 (10) （略） 

 (11) （略） 

 （部の事務分掌） 

第２条 経営企画部の事務分掌は、次のとおりと 

 する。 

 (1) 基本的施策の企画及び総合調整に関するこ 

  と。 

 (2) 秘書、渉外及び広報広聴に関すること。 

 

 (3) マーケティングに関すること。 

 (4) 情報化の推進及び電子計算機による処理に 

  関すること。 

 

２ 人事・総務部の事務分掌は、次のとおりとす 
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 る。 

 (1) 基本的施策の企画及び総合調整に関するこ 

  と。 

 (2) 秘書、渉外及び広報広聴に関すること。 

 

 (3) 情報化の推進及び電子計算機による処理に 

  関すること。 

 (4) 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。 

３ 協働環境部の事務分掌は、次のとおりとす 

 る。 

 (1) 地域振興及び土地対策に関すること。 

 (2) 市民文化に関すること。 

 (3) 文化財の保護に関すること。 

 (4) スポーツに関すること。 

 (5) 環境衛生に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

５ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

 る。 

 (1) 市議会に関すること。 

 

 (2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関するこ 

  と。 

 (3) 財産の管理に関すること。 

 

 

３ 財務部の事務分掌は、次のとおりとする。 

 

 (1) 予算その他財務に関すること。 

 (2) 市税に関すること。 

 

 

 

４ 生涯学習まちづくり部の事務分掌は、次のと 

 おりとする。 

 (1) 地域振興及び土地対策に関すること。 

 (2) 市民文化に関すること。 

 (3) 文化財の保護に関すること。 

 (4) スポーツに関すること。 

５ くらし環境部の事務分掌は、次のとおりとす 

 る。 

 (1) 環境衛生に関すること。 

 (2) 移住及び定住並びに空き家対策に関するこ 

  と。 

 (3) 戸籍、住民基本台帳等に関すること。 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

10 （略） 

11 （略） 

   附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （掛川市特別職報酬等審議会条例の一部改正） 

２ 掛川市特別職報酬等審議会条例（平成17年掛川市条例第30号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「総務部」を「人事・総務部」に改める。 
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 （掛川市生涯学習まちづくり土地条例の一部改正） 

３ 掛川市生涯学習まちづくり土地条例（平成17年掛川市条例第128号）の一部を次のように改正する。 

  第26条中「協働環境部」を「生涯学習まちづくり部」に改める。 

 （掛川市文化財保護条例の一部改正） 

４ 掛川市文化財保護条例（平成17年掛川市条例第174号）の一部を次のように改正する。 

  第50条中「協働環境部」を「生涯学習まちづくり部」に改める。 

 （掛川市総合計画審議会条例の一部改正） 

５ 掛川市総合計画審議会条例（平成17年掛川市条例第212号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「企画政策部」を「経営企画部」に改める。 

 （掛川市環境基本条例の一部改正） 

６ 掛川市環境基本条例（平成17年掛川市条例第227号）の一部を次のように改正する。 

  第26条中「協働環境部」を「くらし環境部」に改める。 

 （掛川市男女共同参画条例の一部改正） 

７ 掛川市男女共同参画条例（平成18年掛川市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第21条中「企画政策部」を「経営企画部」に改める。 

 （掛川市自然環境の保全に関する条例の一部改正） 

８ 掛川市自然環境の保全に関する条例（平成18年掛川市条例第25号）の一部を次のように改正する。 

  第19条中「協働環境部」を「くらし環境部」に改める。 

 （掛川市行財政改革審議会条例の一部改正） 

９ 掛川市行財政改革審議会条例（平成21年掛川市条例第30号）の一部を次のように改正する。 

  第９条中「企画政策部」を「財務部」に改める。 

 （掛川市行政不服審査法施行条例の一部改正） 

10 掛川市行政不服審査法施行条例（平成28年掛川市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「総務部」を「人事・総務部」に改める。 
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議案第２５号 

 

   掛川市職員定数条例の一部改正について 

 

 掛川市職員定数条例（平成17年掛川市条例第18号）の一部を改正する条例を裏面のとおり定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市職員定数条例の一部を改正する条例 

 掛川市職員定数条例（平成17年掛川市条例第18号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては 

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に 

  改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 

 (1)～(7) （略） 

 (8) 消防職員 117人 

 (9) （略） 

 （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 

 (1)～(7) （略） 

 (8) 消防職員 134人 

 (9) （略） 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第２６号 

 

   掛川市公民館条例の一部改正について 

 

 掛川市公民館条例（平成17年掛川市条例第156号）の一部を改正する条例を裏面のとおり定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市公民館条例の一部を改正する条例 

 掛川市公民館条例（平成17年掛川市条例第156号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項の表掛川市大東千浜西公民館、掛川市大東国浜公民館及び掛川市大東佐束公民館の

項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第２７号 

 

   掛川市老人福祉センター条例及び掛川市都市公園条例の一部改正について 

 

 掛川市老人福祉センター条例（平成17年掛川市条例第106号）及び掛川市都市公園条例（平成17年掛川 

市条例第133号）の一部を改正する条例を裏面のとおり定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   

 

 

-139-



 

   掛川市老人福祉センター条例及び掛川市都市公園条例の一部を改正する条例 

 （掛川市老人福祉センター条例の一部改正） 

第１条 掛川市老人福祉センター条例（平成17年掛川市条例第106号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって 

 は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

  (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分 

   に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （使用料） 

第９条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいず 

 れかに該当する使用者（市内に居住する者に限 

 る｡)は、無料とする。 

 (1) （略） 

 (2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者 

  保健福祉手帳を所持する者 

 （使用料） 

第９条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいず 

 れかに該当する使用者（市内に居住する者に限 

 る｡)は、無料とする。 

 (1) （略） 

 (2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保 

  健福祉手帳若しくは難病の患者に対する医療 

  等に関する法律（平成26年法律第50号）第７ 

  条第４項に規定する医療受給者証の交付又は 

  同法第28条第２項の規定による指定難病にか 

  かっている旨の証明を受けている者 

 （掛川市都市公園条例の一部改正） 

第２条 掛川市都市公園条例（平成17年掛川市条例第133号）の一部を次のように改正する。 

  別表第３の１の表備考を次のように改める。 

  備考 市内に住所を有する者で、年齢が65歳（市長が特に認める者にあっては、60歳）以上のもの又 

    は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは難病の患者に対する医療等に関 

    する法律（平成26年法律第50号）第７条第４項に規定する医療受給者証の交付若しくは同法第28 

    条第２項の規定による指定難病にかかっている旨の証明を受けているものの利用料金は、無料と 

    する。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第２８号 

 

   掛川市子ども・子育て会議条例の一部改正について 

 

 掛川市子ども・子育て会議条例（平成25年掛川市条例第29号）の一部を改正する条例を裏面のとおり定 

める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 掛川市子ども・子育て会議条例（平成25年掛川市条例第29号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては 

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に 

  改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （組織） 

第３条 （略） 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱 

 し、又は任命する。 

 

 

 (1) 子どもの保護者 

 (2) 事業主を代表する者 

 (3) 労働者を代表する者 

 (4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事す 

  る者 

 (5) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有す 

  る者 

 (6) 関係行政機関の職員 

 (7) 市の職員 

 （組織） 

第３条 （略） 

２ 委員は、法第７条第１項の子ども・子育て支 

 援に関し学識経験を有する者その他市長が必要 

 と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命 

 する。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第２９号 

 

   掛川市手数料条例の一部改正について 

 

 掛川市手数料条例（平成17年掛川市条例第74号）の一部を改正する条例を裏面のとおり定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市手数料条例の一部を改正する条例 

 掛川市手数料条例（平成17年掛川市条例第74号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第23条」を「第23条－第23条の３」に改める。 

 第20条の３第１項中「この条」の次に「及び第23条の２」を加える。 

 第20条の４第１項中「この条」の次に「及び第23条の３」を加え、「第12条第１項又は同法第13 

条第２項」を「第11条第１項又は法第12条第２項」に改め、同項各号を次のように改める。 

 (1) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物の場合 

  ア 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る｡) １戸に 

   つき5,000円 

  イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分（人の居住の用に供する部分（共用廊下、共用階段 

   その他市長が共用部分と認めるもの）） 

   (ｱ) 判定戸数が１戸のもの １件につき5,000円 

   (ｲ) 判定戸数が２戸以上５戸以下のもの １件につき10,000円 

   (ｳ) 判定戸数が６戸以上10戸以下のもの １件につき17,000円 

   (ｴ) 判定戸数が11戸以上のもの １件につき29,000円 

  ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき10,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき17,000円 

  エ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分以外の部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき10,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき17,000円 

  オ その他の建築物 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき10,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき17,000円 

 (2) その他の場合 

  ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 法第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準及び法第30条第１項第 

    １号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準のうち市長が別に定めるもの（以下こ 

    の条において「市長が定める基準」という｡)による判定 １戸につき18,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １戸につき37,000円 
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  イ 一戸建ての住宅以外の住宅 

   (ｱ) 判定戸数が１戸のもので市長が定める基準による判定 １件につき18,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １戸につき37,000円 

   (ｳ) 判定戸数が２戸以上５戸以下のもので市長が定める基準による判定 １件につき35,000 

    円 

   (ｴ) その他の基準による判定 １戸につき75,000円 

   (ｵ) 判定戸数が６戸以上10戸以下のもので市長が定める基準による判定 １件につき51,000 

    円 

   (ｶ) その他の基準による判定 １戸につき106,000円 

   (ｷ) 判定戸数が11戸以上のもので市長が定める基準による判定 １件につき75,000円 

   (ｸ) その他の基準による判定 １戸につき150,000円 

  ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき118,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき149,000円 

  エ 一戸建ての住宅以外の住宅の非住宅部分であって工場等（工場、倉庫その他エネルギーの 

   使用の状況がこれらに類するもの。以下この項において「工場等」という｡)の用途に供する 

   部分を除いた部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもので市長が定める基準による判定 １件につ 

    き94,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １戸につき246,000円 

   (ｳ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもので市長が定める基準による判定 １件に 

    つき120,000円 

   (ｴ) その他の基準による判定 １戸につき309,000円 

  オ 一戸建ての住宅以外の住宅の工場等の用途に供する部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき20,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき28,000円 

  カ その他の建築物の工場等の用途に供する部分を除いた部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもので市長が定める基準による判定のもの １ 

    件につき94,000円 

   (ｲ) それ以外の基準による判定の場合 １件につき246,000円 
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   (ｳ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもので市長が定める基準による判定のもの  

    １件につき120,000円 

   (ｴ) それ以外の基準による判定の場合 １件につき309,000円 

  キ その他の建築物の工場等の用途に供する部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき20,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき28,000円 

 第20条の４第２項中「法第12条第２項又は同法第13条第３項」を「法第11条第２項又は法第12条 

第３項」に改め、同項各号を次のように改める。 

 (1) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物の場合 

  ア 一戸建ての住宅 １戸につき3,000円 

  イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 

   (ｱ) 判定戸数が１戸のもの １件につき3,000円 

   (ｲ) 判定戸数が２戸以上５戸以下のもの １件につき6,000円 

   (ｳ) 判定戸数が６戸以上10戸以下のもの １件につき10,000円 

   (ｴ) 判定戸数が11戸以上のもの １件につき17,000円 

  ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき6,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき10,000円 

  エ 一戸建ての住宅以外の住宅の非住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき6,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき10,000円 

  オ その他の建築物 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき6,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき10,000円 

 (2) その他の場合 

  ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 法第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準及び市長が定める基 

    準による判定 １戸につき9,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １戸につき19,000円 

  イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 
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   (ｱ) 判定戸数が１戸のもので市長が定める基準による判定 １件につき9,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １戸につき19,000円 

   (ｳ) 判定戸数が２戸以上５戸以下のもので市長が定める基準による判定 １件につき18,000 

    円 

   (ｴ) その他の基準による判定 １戸につき38,000円 

   (ｵ) 判定戸数が６戸以上10戸以下のもので市長が定める基準による判定 １件につき27,000 

    円 

   (ｶ) その他の基準による判定 １戸につき55,000円 

   (ｷ) 判定戸数が11戸以上のもので市長が定める基準による判定 １件につき40,000円 

   (ｸ) その他の基準による判定 １戸につき78,000円 

  ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき60,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき76,000円 

  エ 一戸建ての住宅以外の住宅の非住宅部分であって工場等の用途に供する部分を除いた部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもので市長が定める基準による判定 １件につ 

    き48,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １戸につき124,000円 

   (ｳ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもので市長が定める基準による判定 １件に 

    つき61,000円 

   (ｴ) その他の基準による判定 １戸につき156,000円 

  オ 一戸建ての住宅以外の住宅の工場等の用途に供する部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき11,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき16,000円 

  カ その他の建築物の工事等の用途に供する部分を除いた部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 

    ａ 市長が定める基準による判定の場合 １件につき48,000円 

    ｂ その他の基準による判定の場合 １件につき124,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 

    ａ 市長が定める基準による判定の場合 １件につき61,000円 

    ｂ その他の基準による判定の場合 １件につき156,000円 
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  キ その他の建築物の工場等の用途に供する部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき11,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき16,000円 

 第20条の４第３項中「第34条第１項」を「第29条第１項」に、「第35条第２項」を「第30条第２ 

項」に改め、同項第１号中「第35条第１項第１号」を「第30条第１項第１号」に改め、同号イ(ｳ) 

中「住戸部分及び共用部分以外の部分」を「非住宅部分」に改め、同項第２号ア(ｱ)中「法第35条 

第１項第１号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準のうち市長が別に定めるもの（以下こ 

の項及び次項において「市長が定める基準」という｡)」を「市長が定める基準」に改め、同号ア  

(ｳ)中「住戸部分及び共用部分以外の部分」を「非住宅部分」に改め、同条第４項中「第36条第１ 

項」を「第31条第１項」に改め、同項第１号中「法第36条第２項において準用する法第35条第１項 

第１号」を「法第31条第２項において準用する法第30条第１項第１号」に改め、同号イ(ｳ)及び同 

項第２号イ(ｳ)中「住戸部分及び共用部分以外の部分」を「非住宅部分」に改め、同条第５項を次 

のように改め、同条第６項を削る。 

５ 法第10条第１項の規定が適用される場合（建築基準法第６条の４第１項第３号に掲げる建築物 

 の建築をする場合及び建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第４条第１項第４号ハの 

 規定により住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成12年建設省令第20号）第６条第 

 ７項に規定する検査報告書又はその写しを提出する場合を除く｡)は、前各項及び第23条の３に規 

 定する手数料のほか、法第10条第１項の規定が適用される建築物（建築基準法第６条の４第１項 

 第３号に掲げる建築物を除く｡)１棟ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 

 の手数料を納付しなければならない。 

 (1) 一戸建ての住宅 3,000円 

 (2) 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 

  ア 申請又は通知に係る戸数（以下この項において「申請等戸数」という｡)が１戸のもの 

   3,000円 

  イ 申請等戸数が２戸以上５戸以下のもの 4,000円 

  ウ 申請等戸数が６戸以上10戸以下のもの 10,000円 

  エ 申請等戸数が11戸以上のもの 15,000円 

 (3) 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 

  ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの １件につき2,000円 

  イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの １件につき2,000円 
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  ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの １件につき3,000円 

  エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの １件につき5,000円 

  オ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの １件につき10,000円 

 (4) 一戸建ての住宅以外の住宅の非住宅部分であって工場等の用途に供する部分を除いた部分 

  ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの １件につき2,000円 

  イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの １件につき2,000円 

  ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの １件につき3,000円 

  エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの １件につき5,000円 

  オ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの １件につき10,000円 

 (5) 一戸建ての住宅以外の住宅の工場等の用途に供する部分 

  ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの １件につき1,000円 

  イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの １件につき1,000円 

  ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの １件につき1,000円 

  エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの １件につき1,000円 

  オ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの １件につき2,000円 

 第５章第３節中第23条の次に次の２条を加える。 

 （都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則による手数料） 

第23条の２ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（平成24年国土交通省令第86号）第46条 

 の書面の交付に係る手数料の額は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める額と 

 する。 

 (1) 市長が定めた機関が交付した法第55条第２項において準用する法第54条第１項第１号に掲げ 

  る基準に適合することを証する書面を添付する場合 

  ア 一戸建ての住宅 １戸につき1,000円 

  イ 一戸建ての住宅以外の住宅 

   (ｱ) 住戸部分 

    ａ 申請戸数が１戸のもの １件につき1,000円 

    ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のもの １件につき3,000円 

    ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のもの １件につき5,000円 

    ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件につき8,000円 

   (ｲ) 共用部分 
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    ａ 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき3,000円 

    ｂ 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき5,000円 

   (ｳ) 住戸部分及び共用部分以外の部分 

    ａ 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき3,000円 

    ｂ 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき5,000円 

  ウ その他の建築物 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき3,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき5,000円 

 (2) その他の場合 

  ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 法第54条第１項第１号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準のうち 

    市長が別に定めるもの（以下この条において「市長が定める基準」という｡)による審査を 

    行う場合 １戸につき4,000円 

   (ｲ) その他の基準による審査を行う場合 １戸につき9,000円 

  イ 一戸建ての住宅以外の住宅 

   (ｱ) 住戸部分 

    ａ 申請戸数が１戸のもの 

     (a) 市長が定める基準による審査を行う場合 １件につき4,000円 

     (b) その他の基準による審査を行う場合 １件につき9,000円 

    ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のもの 

     (a) 市長が定める基準による審査を行う場合 １件につき9,000円 

     (b) その他の基準による審査を行う場合 １件につき19,000円 

    ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のもの 

     (a) 市長が定める基準による審査を行う場合 １件につき13,000円 

     (b) その他の基準による審査を行う場合 １件につき27,000円 

    ｄ 申請戸数が11戸以上のもの 

     (a) 市長が定める基準による審査を行う場合 １件につき20,000円 

     (b) その他の基準による審査を行う場合 １件につき39,000円 

   (ｲ) 共用部分 

    ａ 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき30,000円 
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    ｂ 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき38,000円 

   (ｳ) 住戸部分及び共用部分以外の部分 

    ａ 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 

     (a) 市長が定める基準による審査を行う場合 １件につき24,000円 

     (b) その他の基準による審査を行う場合 １件につき62,000円 

    ｂ 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 

     (a) 市長が定める基準による審査を行う場合 １件につき30,000円 

     (b) その他の基準による審査を行う場合 １件につき78,000円 

  ウ その他の建築物 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 

    ａ 市長が定める基準による審査を行う場合 １件につき24,000円 

    ｂ その他の基準による審査を行う場合 １件につき62,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 

    ａ 市長が定める基準による審査を行う場合 １件につき30,000円 

    ｂ その他の基準による審査を行う場合 １件につき78,000円 

 （建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則による手数料） 

第23条の３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成28年国土交通省令 

 第５号。以下この条において「省令」という｡)第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能 

 確保計画に係る軽微な変更該当証明書の交付に係る手数料の額は、次の各号に掲げる事務の区分 

 に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (1) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物の場合 

  ア 一戸建ての住宅 １戸につき1,000円 

  イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 

   (ｱ) 判定戸数が１戸のもの １件につき1,000円 

   (ｲ) 判定戸数が２戸以上５戸以下のもの １件につき3,000円 

   (ｳ) 判定戸数が６戸以上10戸以下のもの １件につき5,000円 

   (ｴ) 判定戸数が11戸以上のもの １件につき8,000円 

  ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき3,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき5,000円 
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  エ 一戸建ての住宅以外の住宅の非住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき3,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき5,000円 

  オ その他の建築物 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき3,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき5,000円 

 (2) その他の場合 

  ア 一戸建ての住宅 

   (ｱ) 法第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー消費性能基準及び法第30条第１項第 

    １号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準のうち市長が別に定めるもの（以下こ 

    の条において「市長が定める基準」という｡)による判定 １戸につき4,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １戸につき9,000円 

  イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 

   (ｱ) 判定戸数が１戸のもので市長が定める基準による判定 １件につき4,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １件につき9,000円 

   (ｳ) 判定戸数が２戸以上５戸以下のもので市長が定める基準による判定 １件につき9,000 

    円 

   (ｴ) その他の基準による判定 １件につき19,000円 

   (ｵ) 判定戸数が６戸以上10戸以下のもので市長が定める基準による判定 １件につき13,000 

    円 

   (ｶ) その他の基準による判定 １件につき27,000円 

   (ｷ) 判定戸数が11戸以上のもので市長が定める基準による判定 １件につき20,000円 

   (ｸ) その他の基準による判定 １戸につき39,000円 

  ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき30,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき38,000円 

  エ 一戸建ての住宅以外の住宅の非住宅部分であって工場等の用途に供する部分を除いた部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもので市長が定める基準による判定 １件につ 

    き24,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １戸につき62,000円 
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   (ｳ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもので市長が定める基準による判定 １件に 

    つき30,000円 

   (ｴ) その他の基準による判定 １戸につき78,000円 

  オ 一戸建ての住宅以外の住宅の工場等の用途に供する部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき5,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき8,000円 

  カ その他の建築物の工場等の用途に供する部分を除いた部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもので市長が認める基準による判定 １件につ 

    き24,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １件につき62,000円 

   (ｳ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもので市長が認める基準による判定 １件に 

    つき30,000円 

   (ｴ) その他の基準による判定 １件につき78,000円 

  キ その他の建築物の工場等の用途に供する部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき5,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき8,000円 

２ 省令第28条の書面の交付に係る手数料の額は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号 

 に定める額とする。 

 (1) 市長が定める機関が交付した法第30条第１項第１号（法第31条第２項において準用する場合 

  を含む｡)に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合 

  ア 一戸建ての住宅 １戸につき1,000円 

  イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 

   (ｱ) 判定戸数が１戸のもの １件につき1,000円 

   (ｲ) 判定戸数が２戸以上５戸以下のもの １件につき3,000円 

   (ｳ) 判定戸数が６戸以上10戸以下のもの １件につき5,000円 

   (ｴ) 判定戸数が11戸以上のもの １件につき8,000円 

  ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき3,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき5,000円 

  エ 一戸建ての住宅以外の住宅の非住宅部分 

-153-



 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき3,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき5,000円 

  オ その他の建築物 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき3,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき5,000円 

 (2) その他の場合 

  ア 一戸建ての住宅  

   (ｱ) 市長が定める基準による判定 １戸につき4,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １戸につき9,000円 

  イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 

   (ｱ) 判定戸数が１戸のもので市長が定める基準による判定  １件につき4,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １件につき9,000円 

   (ｳ) 判定戸数が２戸以上５戸以下のもので市長が定める基準による判定 １件につき9,000 

    円 

   (ｴ) その他の基準による判定 １件につき19,000円 

   (ｵ) 判定戸数が６戸以上10戸以下のもので市長が定める基準による判定 １件につき13,000 

    円 

   (ｶ) その他の基準による判定 １件につき27,000円 

   (ｷ) 判定戸数が11戸以上のもので市長が定める基準による判定 １件につき20,000円 

   (ｸ) その他の基準による判定 １戸につき39,000円 

  ウ 一戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの １件につき30,000円 

   (ｲ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの １件につき38,000円 

  エ 一戸建ての住宅以外の住宅の非住宅部分 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもので市長が定める基準による判定 １件につ 

    き24,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １戸につき62,000円 

   (ｳ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもので市長が定める基準による判定 １件に 

    つき30,000円 

   (ｴ) その他の基準による判定 １戸につき78,000円 
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  オ その他の建築物 

   (ｱ) 床面積の合計が300平方メートル以内のもので市長が定める基準による判定 １件につ 

    き24,000円 

   (ｲ) その他の基準による判定 １戸につき62,000円 

   (ｳ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもので市長が定める基準による判定 １件に 

    つき30,000円 

   (ｴ) その他の基準による判定 １戸につき78,000円 

３ 建築基準法第６条第１項（同法第87条第１項において準用する場合を除く｡)の確認の申請又は 

 同法第18条第２項（同法第87条第１項において準用する場合を除く｡)の計画の通知に係る計画に 

 省令第２条第１項第１号又は第２項の規定が適用される建築物が含まれる場合は、第20条の４及 

 び前２項に規定する手数料のほか、省令第２条第１項第１号又は第２項の規定が適用される建築 

 物１棟ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければな 

 らない。 

 (1) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合以外の場合 

  ア 一戸建ての住宅（認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物の場合 

   を除く。以下同じ｡) 13,000円 

  イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分（認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載さ 

   れた他の建築物の場合を除く。以下同じ｡) 

   (ｱ) 申請又は通知に係る戸数（以下この項において「申請等戸数」という｡)が１戸のもの  

    13,000円 

   (ｲ) 申請等戸数が２戸以上５戸以下のもの 24,000円 

   (ｳ) 申請等戸数が６戸以上10戸以下のもの 34,000円 

   (ｴ) 申請等戸数が11戸以上のもの 46,000円 

 (2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合 

  ア 一戸建ての住宅 6,000円 

  イ 一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分 

   (ｱ) 申請等戸数が１戸のもの 6,000円 

   (ｲ) 申請等戸数が２戸以上５戸以下のもの 12,000円 

   (ｳ) 申請等戸数が６戸以上10戸以下のもの 17,000円 

   (ｴ) 申請等戸数が11戸以上のもの 23,000円 
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   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第３０号 

 

   掛川市公共下水道条例の一部改正について 

 

 掛川市公共下水道条例（平成17年掛川市条例第97号）の一部を改正する条例を裏面のとおり定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市公共下水道条例の一部を改正する条例 

 掛川市公共下水道条例（平成17年掛川市条例第97号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては 

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に 

  改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （除害施設の設置） 

第13条 使用者は、次の各号に掲げる区分に応 

 じ、当該各号に定める基準に適合しない下水 

 （水洗便所から排除される汚水及び法第12条の 

 ２第１項又は第５項の規定により公共下水道に 

 排除してはならないこととされるものを除く｡) 

 を継続して公共下水道に排除するときは、除害 

 施設を設けなければならない。 

 (1)～(10) （略） 

 (11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又 

  は項目で、条例により、当該公共下水道から 

  の放流水に関する排水基準が定められたもの 

  （第４号に掲げる項目に類似する項目及び大 

  腸菌群数を除く｡) 当該排水基準に係る数値 

２・３ （略） 

 （除害施設の設置） 

第13条 使用者は、次の各号に掲げる区分に応 

 じ、当該各号に定める基準に適合しない下水 

 （水洗便所から排除される汚水及び法第12条の 

 ２第１項又は第５項の規定により公共下水道に 

 排除してはならないこととされるものを除く｡) 

 を継続して公共下水道に排除するときは、除害 

 施設を設けなければならない。 

 (1)～(10) （略） 

 (11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又 

  は項目で、条例により、当該公共下水道から 

  の放流水に関する排水基準が定められたもの 

  （第４号に掲げる項目に類似する項目及び大 

  腸菌数を除く｡) 当該排水基準に係る数値 

２・３ （略） 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第３１号 

 

   掛川市農業集落排水処理施設条例の一部改正について 

 

 掛川市農業集落排水処理施設条例（平成17年掛川市条例第99号）の一部を改正する条例を裏面のとおり 

定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

 掛川市農業集落排水処理施設条例（平成17年掛川市条例第99号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては 

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に 

  改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （除害施設の設置） 

第18条 使用者は、次の各号に掲げる区分に応 

 じ、当該各号に定める基準に適合しない汚水 

 （水洗便所から排除される汚水及び前条の規定 

 により排水処理施設に排除してはならないこと 

 とされるものを除く｡)を継続して排水処理施設 

 に排除するときは、除害施設を設けなければな 

 らない。 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又 

  は項目で、条例により、当該排水処理施設か 

  らの放流水に関する排水基準が定められたも 

  の（前条第５号に掲げる項目に類似する項目 

  及び大腸菌群数を除く｡) 当該排水基準に係 

  る数値 

２ （略） 

 （除害施設の設置） 

第18条 使用者は、次の各号に掲げる区分に応 

 じ、当該各号に定める基準に適合しない汚水 

 （水洗便所から排除される汚水及び前条の規定 

 により排水処理施設に排除してはならないこと 

 とされるものを除く｡)を継続して排水処理施設 

 に排除するときは、除害施設を設けなければな 

 らない。 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又 

  は項目で、条例により、当該排水処理施設か 

  らの放流水に関する排水基準が定められたも 

  の（前条第５号に掲げる項目に類似する項目 

  及び大腸菌数を除く｡) 当該排水基準に係る 

  数値 

２ （略） 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第３２号 

 

   掛川市排水設備指定工事店条例の一部改正について 

 

 掛川市排水設備指定工事店条例（平成17年掛川市条例第102号）の一部を改正する条例を裏面のとおり 

定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市排水設備指定工事店条例の一部を改正する条例 

 掛川市排水設備指定工事店条例（平成17年掛川市条例第102号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては 

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に 

  改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （指定工事店の指定） 

第４条 市長は、前条の規定により申請した者が 

 次の各号のいずれにも適合していると認めると 

 きは、同条の指定を行う。 

 (1) 責任技術者が１人以上専属していること。 

 (2)・(3) （略） 

 (4) 次のいずれにも該当しないこと。 

  ア （略） 

  イ 専属する責任技術者が県協会の登録を取 

   り消され、その取消しの日から２年を経過 

   しない場合 

  ウ～キ （略） 

 （指定工事店の責務及び遵守事項） 

第６条 （略） 

２ 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなけ 

 ればならない。 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 掛川市汚水処理施設条例第７条、掛川市公 

  共下水道条例第８条、掛川市農業集落排水処 

  理施設条例第10条又は掛川市戸別浄化槽条例 

  第14条の規定による確認を受けた工事でなけ 

  れば着手してはならないこと。 

 (7)～(9) （略） 

 （指定要件等に関する事項の届出義務） 

第９条 （略） 

２ 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当す 

 る場合は、速やかに市長に届け出なければなら 

 ない。 

 （指定工事店の指定） 

第４条 市長は、前条の規定により申請した者が 

 次の各号のいずれにも適合していると認めると 

 きは、同条の指定を行う。 

 (1) 責任技術者を１人以上選任していること。 

 (2)・(3) （略） 

 (4) 次のいずれにも該当しないこと。 

  ア （略） 

  イ 責任技術者が県協会の登録を取り消さ 

   れ、その取消しの日から２年を経過しない 

   場合 

  ウ～キ （略） 

 （指定工事店の責務及び遵守事項） 

第６条 （略） 

２ 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなけ 

 ればならない。 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 掛川市汚水処理施設条例第７条、掛川市公 

  共下水道条例第８条、掛川市農業集落排水処 

  理施設条例第10条又は掛川市戸別浄化槽条例 

  第17条の規定による確認を受けた工事でなけ 

  れば着手してはならないこと。 

 (7)～(9) （略） 

 （指定要件等に関する事項の届出義務） 

第９条 （略） 

２ 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当す 

 る場合は、速やかに市長に届け出なければなら 

 ない。 
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 (1)～(4) （略） 

 (5) 専属する責任技術者に異動があったとき。 

 (6) （略） 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 責任技術者に異動があったとき。 

 (6) （略） 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第３３号 

 

   掛川市消防団条例の一部改正について 

 

 掛川市消防団条例（平成17年掛川市条例第188号）の一部を改正する条例を裏面のとおり定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市消防団条例の一部を改正する条例 

 掛川市消防団条例（平成17年掛川市条例第188号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては 

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に 

  改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （定員） 

第２条 団員の定数は、803人とする。 

 （報酬） 

第８条 （略） 

２ 基本消防団員には、別表第１に定める額の年 

 額報酬を支給する。 

３ （略） 

 （定員） 

第２条 団員の定数は、700人とする。 

 （報酬） 

第８条 （略） 

２ 団員には、別表第１に定める額の年額報酬を 

 支給する。 

３ （略） 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第８条関係） 

 

区       分 年 額 報 酬 の 額 

基本消防団員 団長 82,500円 

副団長 69,000円 

本部長 60,000円 

分団長 50,500円 

副分団長 45,500円 

部長 37,000円 

班長 37,000円 

団員 36,500円 

機能別消防団員 12,000円 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第３４号 

 

   掛川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 

 掛川市消防団員等公務災害補償条例（平成17年掛川市条例第189号）の一部を改正する条例を裏面のと 

おり定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   

 

 

-167-



 

   掛川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 掛川市消防団員等公務災害補償条例（平成17年掛川市条例第189号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては 

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

 (1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に 

  改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

 （補償基礎額） 

第５条 （略） 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによ 

 る。 

 (1) （略） 

 (2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは 

  水防従事者又は応急措置従事者（以下「消防 

  作業従事者等」という｡)が消防作業等に従事 

  し、若しくは救急業務に協力し又は応急措置 

  の業務に従事したことにより死亡し、負傷 

  し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等 

  に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は 

  応急措置の業務に従事したことによる負傷若 

  しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状 

  態となった場合には、9,100円とする。ただ 

  し、その額が、その者の通常得ている収入の 

  日額に比して公正を欠くと認められるとき 

  は、１万4,200円を超えない範囲内において 

  これを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤 

 消防団員又は非常勤水防団員若しくは消防作業 

 従事者等（以下「非常勤消防団員等」という｡) 

 の事故発生日において、他に生計のみちがなく 

 主として非常勤消防団員等の扶養を受けていた 

 ものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消 

 防団員等については、前項の規定による金額 

 に、第１号又は第３号から第６号までのいずれ 

 かに該当する扶養親族については１人につき 

 （補償基礎額） 

第５条 （略） 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによ 

 る。 

 (1) （略） 

 (2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは 

  水防従事者又は応急措置従事者（以下「消防 

  作業従事者等」という｡)が消防作業等に従事 

  し、若しくは救急業務に協力し又は応急措置 

  の業務に従事したことにより死亡し、負傷 

  し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等 

  に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は 

  応急措置の業務に従事したことによる負傷若 

  しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状 

  態となった場合には、9,700円とする。ただ 

  し、その額が、その者の通常得ている収入の 

  日額に比して公正を欠くと認められるとき 

  は、１万4,500円を超えない範囲内において 

  これを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤 

 消防団員又は非常勤水防団員若しくは消防作業 

 従事者等（以下「非常勤消防団員等」という｡) 

 の事故発生日において、他に生計のみちがなく 

 主として非常勤消防団員等の扶養を受けていた 

 ものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消 

 防団員等については、前項の規定による金額 

 に、第１号に該当する扶養親族については１人 

 につき100円を、第２号に該当する扶養親族に 
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 217円を、第２号に該当する扶養親族について 

 は１人につき333円を、それぞれ加算して得た 

 額をもって補償基礎額とする。 

 

 (1)～(6) （略） 

４ 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の 

 最初の４月１日から22歳に達する日以後の最初 

 の３月31日までの間（以下この項において「特 

 定期間」という｡)にある子がいる非常勤消防団 

 員等については、前項の規定にかかわらず、 

 167円に特定期間にある当該扶養親族たる子の 

 数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算 

 した額をもって補償基礎額とする。 

 ついては１人につき383円を、第３号から第６ 

 号までのいずれかに該当する扶養親族について 

 は１人につき217円を、それぞれ加算して得た 

 額をもって補償基礎額とする。 

 (1)～(6) （略） 

４ 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の 

 最初の４月１日から22歳に達する日以後の最初 

 の３月31日までの間にある子がいる非常勤消防 

 団員等については、前項の規定にかかわらず、 

 167円に当該期間にある当該扶養親族たる子の 

 数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算 

 した額をもって補償基礎額とする。 

 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第５条関係） 

 

階   級 
勤   務   年   数 

10年未満 10年以上20年未満 20年以上 

団長及び副団長 12,900円 13,700円 14,500円 

分団長及び副分団長 11,300円 12,100円 12,900円 

部長・班長及び団員 9,700円 10,500円 11,300円 

 備考 

  １ 事故発生日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された非常勤消防 

   団員又は非常勤水防団員の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその者が属して 

   いた階級による。 

  ２ １の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任命された日以後の期間と当 

   該階級に任命された日前における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた 

   期間とを合算する。 

   附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日（次項において「施行日」という｡)から施行する。 

２ 改正後の掛川市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、施行日以 

 後に支給すべき事由の生じた掛川市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以 

 下「損害補償」という｡)並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る同条例第４ 
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 条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する 

 遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という｡)について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた 

 損害補償（傷病補償年金等を除く｡)及び施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る傷病 

 補償年金等については、なお従前の例による。 
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議案第３５号 

 

   掛川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について 

 

 掛川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（平成17年掛川市条例第190号）の一部を 

改正する条例を裏面のとおり定める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 掛川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（平成17年掛川市条例第190号）の一部を 

次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

退職報償金支給額表 

 

階  級 

勤   務   年   数 

５年以上 

10年未満 

10年以上 

15年未満 

15年以上 

20年未満 

20年以上 

25年未満 

25年以上 

30年未満 

30年以上 

35年未満 
35年以上 

団長 239,000円 344,000円 459,000円 594,000円 779,000円 979,000円 1,079,000円

副団長 229,000円 329,000円 429,000円 534,000円 709,000円 909,000円 1,009,000円

分団長 219,000円 318,000円 413,000円 513,000円 659,000円 849,000円 949,000円

副分団長 214,000円 303,000円 388,000円 478,000円 624,000円 809,000円 909,000円

部長及び班長 204,000円 283,000円 358,000円 438,000円 564,000円 734,000円 834,000円

団員 200,000円 264,000円 334,000円 409,000円 519,000円 689,000円 789,000円

 

   附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日（次項において「施行日」という｡)から施行する。 

２ 改正後の掛川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、施行日以後 

 に退職した非常勤消防団員について適用し、施行日前に退職した非常勤消防団員については、なお 

 従前の例による。 
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議案第４２号 

 

令和６年度掛川市水道事業会計補正予算（第３号） 

 

 令和６年度掛川市水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

第１条 令和６年度掛川市水道事業会計予算第４条本文括弧書き中「資本的収入額が資本的支出額 

 に対し不足する額992,651千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額996,460千 

 円」に、「過年度分損益勘定留保資金673,548千円」を「過年度分損益勘定留保資金677,357千 

 円」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。 

 
    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

             収       入 

 第１款 資本的収入     601,390千円    △3,809千円    597,581千円 

  第２項 他会計支出金    77,689千円     7,191千円     84,880千円 

  第３項 出資金       11,000千円   △11,000千円       0千円 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第４３号 

 

令和６年度掛川市簡易水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度掛川市簡易水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

第１条 令和６年度掛川市簡易水道事業会計予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次 

 のとおり補正する。 

    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

             収       入 

 第１款 資本的収入      6,114千円    △2,854千円       3,260千円 

  第１項 負担金       5,854千円    △2,854千円     3,000千円 

             支       出 

 第１款 資本的支出      6,529千円    △2,854千円       3,675千円 

  第１項 建設改良費     6,279千円    △2,854千円       3,425千円 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第４４号 

 

令和６年度掛川市公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

 令和６年度掛川市公共下水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

第１条 令和６年度掛川市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という｡)第３条に定めた収益的 

 収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 
 
    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

収        入 

 第１款 下水道事業収益  2,011,033千円     5,828千円   2,016,861千円 

  第２項 営業外収益   1,407,884千円     5,828千円   1,413,712千円 

支        出 

 第１款 下水道事業費用  1,964,886千円     5,828千円   1,970,714千円 

  第１項 営業費用    1,746,289千円   △15,500千円   1,730,789千円 

  第２項 営業外費用    218,495千円    21,328千円    239,823千円 
 

第２条 予算第４条本文括弧書き中「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,982千円」 

 を削除し、「当年度分損益勘定留保資金526,907千円及び利益剰余金処分額17,166千円」を「当 

 年度分損益勘定留保資金526,899千円及び利益剰余金処分額28,156千円」に改め、資本的収入及 

 び支出の予定額を次のとおり補正する。 
 
    （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

収        入 

 第１款 資本的収入    2,200,953千円   △382,856千円   1,818,097千円 

  第１項 企業債     1,282,500千円   △190,200千円   1,092,300千円 

  第２項 国庫支出金    492,240千円   △163,540千円    328,700千円 

  第４項 他会計支出金   410,754千円   △29,116千円    381,638千円 

支        出 

 第１款 資本的支出    2,756,008千円   △382,856千円   2,373,152千円 

  第１項 建設改良費   1,635,176千円   △382,856千円   1,252,320千円 
 

第３条 予算第10条に定めた補助金の金額「477,686千円」を「472,793千円」に改める。 

第４条 繰越利益剰余金のうち28,156千円は、次のとおり処分するものとする。 

 (1) 減債積立金 
 

第５条 令和５年度掛川市公共下水道事業会計予算第５条の表中「掛川浄化センター汚泥処理設備 

 工事」の項中、「令和５年度から令和７年度まで」を「令和５年度から令和８年度まで」、表中 

 「掛川浄化センター電気設備工事」の項中、「令和５年度から令和７年度まで」を「令和５年度 

 から令和８年度まで」に改める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第４５号 

 

令和６年度掛川市農業集落排水事業会計補正予算（第３号） 

 

 令和６年度掛川市農業集落排水事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

第１条 令和６年度掛川市農業集落排水事業会計予算（以下「予算」という｡)第３条に定めた収益 

 的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 
    （科   目）    （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ） 

収        入 

 第１款 下水道事業収益   289,927千円     △979千円    288,948千円 

  第２項 営業外収益    226,791千円     △979千円    225,812千円 

支        出 

 第１款 下水道事業費用   286,911千円     △979千円    285,932千円 

  第１項 営業費用     266,390千円    △1,000千円    265,390千円 

  第２項 営業外費用     20,419千円       21千円    20,440千円 
 

第２条 予算第４条本文括弧書き中「当年度分損益勘定留保資金46,371千円及び利益剰余金処分額 

 20,000千円」を「当年度及び過年度分損益勘定留保資金47,441千円及び利益剰余金処分額930千  

 円」に改める。 

 

第３条 予算第９条に定めた補助金の金額「78,820千円」を「77,841千円」に改める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第４６号 

 

   普通河川大溝川函渠他工事請負契約の締結について 

 

 掛川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年掛川市条例第 

43号）第２条の規定に基づき、普通河川大溝川函渠他工事について、次のとおり請負契約を締結す 

るため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号の規定により、議会の議決を求め 

る。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   

 

 

１ 契 約 の 目 的  普通河川大溝川函渠他工事 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 金 額  金２１６，７００，０００円 

４ 契約の相手方 

     住 所  掛川市大渕８４０４番地の１ 

 

     商 号  金原・遠興特定建設工事共同企業体 

 

     代表者  金原建設株式会社 

          代表取締役 金原 典弘 
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（参考資料） 

 

 １ 工事の概要  内容 普通河川大溝川函渠他工事 

          規模 函渠工 Ｌ＝20ｍ 

             水路工 Ｌ＝256.2ｍ 

 

 ２ 工 事 箇 所  掛川市大渕地内 

 

 ３ 工   期  契約日から令和８年２月17日まで 
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議案第４７号 

 

   掛川市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定により、掛川市道路線を次のとおり認定す  

る。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   

 

 

市 道 認 定 路 線 表 

 

NO 路  線  名 起    点 終    点 重要な経過地 

１ 綱川横断歩道橋線 領家字通間海975-2 高御所字綱川浦787-19  
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市道認定路線図

綱川横断歩道橋線
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議案第４８号 

 

   財産の譲与について 

 

 次の財産を譲与することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第６号の規

定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年２月１９日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   

 

 

所 在 地 種別 構造、規模等 相 手 方 譲与の時期 

掛川市 

千浜4531番３ 
建物 

鉄筋コンクリート造 

平屋建 

建築面積：350.10㎡ 

掛川市 

千浜5379番地の１ 

千浜西区長 鈴木 鉄雄 

令和７年４月１日 
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